
平成24年３月30日
号外第３号

毎週火・金曜日発行

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年３月30日（金曜日）　  号外第3号

−１−

秋田県公報

規　　　　　　　　則

■　目　次　■

　 秋 田 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 十 四 号

　　　 秋 田 県 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 行 政 組 織 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 秋 田 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 第 二 款 の 三　 総 合 県 税 事 務 所 （ 第 十 九 条 の 四

　 目 次 中 「 第 二 款 の 三　 公 文 書 館 （ 第 十 九 条 の 四 ・ 第 十 九 条 の 五 ） 」 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 二 款 の 四　 公 文 書 館 （ 第 十 九 条 の 十 一 ・ 第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 第 四 款　 大 阪 事 務 所 （ 第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 五 款　 名 古 屋 事 務 所

― 第 十 九 条 の 十 ）　　　 「 第 四 款　 ス ポ ー ツ 科 学 セ ン タ ー （ 第 二 十 二 条 ・ 第 二 十 三 条 ）　　

　　　　　　　　　 に 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を　 第 六 款　 福 岡 事 務 所 （ 第

十 九 条 の 十 二 ）　 」　　　 第 五 款 及 び 第 六 款　 削 除　　　　　　　　　　　　　　　　 」　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 六 款 の 二　 総 合 食 品 研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 六 款 の 三　 ス ポ ー ツ 科

二 十 二 条 ・ 第 二 十 三 条 ）

（ 第 二 十 四 条 ・ 第 二 十 五 条 ）

二 十 六 条 ・ 第 二 十 七 条 ）　　　　　　　　　　 に 、 「 第 四 十 三 款　 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー （ 第 百 二 十 五 条 ― 第 百 二 十

究 セ ン タ ー （ 第 二 十 八 条 ― 第 三 十 条 の 二 ）

学 セ ン タ ー （ 第 三 十 条 の 三 ・ 第 三 十 条 の 四 ） 」

　　　　　 「 第 四 十 三 款　 農 業 試 験 場 （ 第 百 二 十 五 条 ― 第 百 二 十 八 条 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 第 四 十 九 款 か

　　　　　　 第 四 十 三 款 の 二　 果 樹 試 験 場 （ 第 百 二 十 八 条 の 二 ― 第 百 二 十 八 条 の 五 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 六 十 五 款　

八 条 ） 」 を　 第 四 十 三 款 の 三　 畜 産 試 験 場 （ 第 百 二 十 八 条 の 六 ― 第 百 二 十 八 条 の 九 ）　　　　　　 に 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 六 十 五 款 の

　　　　　　 第 四 十 三 款 の 四　 水 産 振 興 セ ン タ ー （ 第 百 二 十 八 条 の 十 ― 第 百 二 十 八 条 の 十 三 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 六 十 六 款　

　　　　　　 第 四 十 三 款 の 五　 森 林 技 術 セ ン タ ー （ 第 百 二 十 八 条 の 十 四 ― 第 百 二 十 八 条 の 十 七 ） 」

ら 第 六 十 四 款 ま で　 削 除

大 阪 事 務 所 （ 第 百 九 十 二 条 ・ 第 百 九 十 三 条 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を 「 第 四 十 九 款 か ら 第 六 十 六 款 ま で　 削 除 」 に 、 「 ・ 第

二　 名 古 屋 事 務 所 （ 第 百 九 十 三 条 の 二 ・ 第 百 九 十 三 条 の 三 ）

福 岡 事 務 所 （ 第 百 九 十 四 条 ・ 第 百 九 十 五 条 ）　　　　　　　 」

二 百 一 条 」 を 「 ― 第 二 百 二 条 」 に 改 め 、 「 第 六 十 八 款 の 二　 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー （ 第 二 百 二 条 ― 第 二 百 二 条 の 四 ） 」

を 削 る 。
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　 第 三 条 第 一 項 の 表 総 務 部 の 項 中 「 イ メ ー ジ ア ッ プ 戦 略 推 進 室 」 を 削 り 、 同 表 企 画 振 興 部 の 項 中 「 総 合 政 策 課　　 ｜　

　　　　　　　 」 を 「 総 合 政 策 課　　 ｜ 被 災 者 受 入 支 援 室 」 に 、 「 地 域 活 力 創 造 課 ｜　　　　　　　　　　　　　　 」

を 「 地 域 活 力 創 造 課 ｜ 活 力 あ る 農 村 集 落 づ く り 支 援 室 」 に 改 め 、 「 ス ポ ー ツ 振 興 課 」 を 削 り 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加

え る 。

　 第 三 条 第 一 項 の 表 生 活 環 境 部 の 項 中 「 県 民 文 化 政 策 課 」 を 「 県 民 生 活 課 」 に 改 め 、 「 消 費 生 活 室 」 を 削 り 、 同 表 農 林

　　　　　　　　　　　　　　 「 農 林 政 策 課

水 産 部 の 項 中 「 農 林 政 策 課 」 を　　　　　　　 に 改 め 、 「 団 体 指 導 室 」 及 び 「 流 通 販 売 課 」 を 削 り 、 同 表 産 業 労 働 部 の

　　　　　　　　　　　　　　　 農 業 経 済 課 」

項 中 「 食 品 産 業 課 」 及 び 「 観 光 課 」 を 削 り 、 同 表 建 設 交 通 部 の 項 中 「 建 設 交 通 部 」 を 「 建 設 部 」 に 、 「 建 設 交 通 政 策

課 」 を 「 建 設 政 策 課 」 に 、 「 建 設 管 理 課 」 を 「 技 術 管 理 課 」 に 改 め 、 「 技 術 管 理 室 」 を 削 る 。

　 第 三 条 の 二 を 削 る 。

　 第 五 条 第 一 項 人 事 課 の 項 第 十 四 号 中 「 子 ど も 手 当 」 を 「 児 童 手 当 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 税 務 課 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え

る 。

　　 七　 総 合 県 税 事 務 所 に 関 す る こ と 。

　 第 五 条 第 一 項 広 報 広 聴 課 の 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 十 三 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、

同 条 第 一 項 総 合 防 災 課 の 項 第 三 号 中 「 り 災 者 」 を 「 被 災 者 」 に 改 め 、 「 こ と 」 の 下 に 「 （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 を 削 る 。

　 第 六 条 総 合 政 策 課 の 項 中 第 九 号 を 第 十 号 と し 、 第 八 号 を 第 九 号 と し 、 第 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 八　 本 県 に 避 難 し た 被 災 者 の 援 護 に 関 す る こ と 。

　 第 六 条 ス ポ ー ツ 振 興 課 の 項 を 削 り 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

２　 総 合 政 策 課 被 災 者 受 入 支 援 室 は 、 総 合 政 策 課 の 所 掌 事 務 の う ち 第 八 号 に 掲 げ る 事 務 を 分 掌 す る 。

３　 地 域 活 力 創 造 課 活 力 あ る 農 村 集 落 づ く り 支 援 室 は 、 地 域 活 力 創 造 課 の 所 掌 事 務 の う ち 第 一 号 に 掲 げ る 事 務 （ 農 村 の

集 落 の 活 性 化 に 関 す る 事 務 に 限 る 。 ） を 分 掌 す る 。

　 第 六 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部 各 課 の 所 掌 事 務 ）

第 六 条 の 二　 観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部 各 課 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 観 光 戦 略 課

　　 一　 部 内 の 主 要 施 策 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 二　 他 の 部 局 と の 事 業 執 行 上 の 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 三　 観 光 に 関 す る 調 査 、 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 四　 イ メ ー ジ ア ッ プ 戦 略 の 推 進 に 関 す る こ と 。

　　 五　 食 品 産 業 、 農 業 及 び 観 光 産 業 の 連 携 に よ る 産 業 育 成 に 関 す る こ と 。

　　 六　 観 光 施 設 の 整 備 に 関 す る こ と 。

　　 七　 総 合 保 養 地 域 の 整 備 に 関 す る こ と 。

　　 八　 男 鹿 水 族 館 に 関 す る こ と 。

　　 九　 県 営 観 光 レ ク リ エ ー シ ョ ン 施 設 に 関 す る こ と 。

　　 十　 ふ る さ と 村 に 関 す る こ と 。

　　 十 一　 田 沢 湖 ス キ ー 場 に 関 す る こ と 。

　　 十 二　 大 阪 事 務 所 に 関 す る こ と 。

　　 十 三　 名 古 屋 事 務 所 に 関 す る こ と 。

　　 十 四　 福 岡 事 務 所 に 関 す る こ と 。

　　 十 五　 部 の 広 報 、 広 聴 等 に 関 す る 事 務 の 処 理 に 関 す る こ と 。

　　 十 六　 部 内 各 課 の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

　 観 光 振 興 課

　　 一　 観 光 の 宣 伝 に 関 す る こ と 。

　　 二　 外 国 人 観 光 旅 客 の 来 訪 促 進 に 関 す る こ と 。

　　 三　 観 光 事 業 者 の 育 成 及 び 指 導 に 関 す る こ と 。

観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部 観 光 戦 略 課

観 光 振 興 課

秋 田 う ま い も の 販 売 課

交 通 政 策 課

文 化 振 興 課

ス ポ ー ツ 振 興 課

イ メ ー ジ ア ッ プ 推 進 室
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　　 四　 観 光 資 源 の 保 存 及 び 利 用 の 促 進 に 関 す る こ と 。

　　 五　 旅 行 業 に 関 す る こ と 。

　　 六　 通 訳 案 内 士 に 関 す る こ と 。

　 秋 田 う ま い も の 販 売 課

　　 一　 食 品 産 業 の 育 成 及 び 指 導 に 関 す る こ と 。

　　 二　 食 品 製 造 技 術 の 開 発 及 び 移 転 に 関 す る こ と 。

　　 三　 農 商 工 連 携 の 促 進 に 関 す る こ と 。

　　 四　 県 産 品 の 販 路 拡 大 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 五　 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。

　 交 通 政 策 課

　　 一　 交 通 に 関 す る 調 査 及 び 企 画 に 関 す る こ と 。

　　 二　 新 幹 線 鉄 道 の 建 設 促 進 並 び に 在 来 鉄 道 の 高 速 化 及 び 整 備 促 進 に 関 す る こ と 。

　　 三　 第 三 セ ク タ ー が 経 営 す る 鉄 道 に 関 す る こ と 。

　　 四　 地 方 バ ス 対 策 に 関 す る こ と 。

　　 五　 航 空 路 線 の 維 持 及 び 拡 充 に 関 す る こ と 。

　 文 化 振 興 課

　　 一　 芸 術 文 化 に 関 す る 施 策 の 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 二　 国 民 文 化 祭 の 開 催 に 関 す る こ と 。

　　 三　 著 作 権 に 関 す る こ と 。

　　 四　 総 合 生 活 文 化 会 館 に 関 す る こ と 。

　　 五　 秋 田 県 民 会 館 に 関 す る こ と 。

　 ス ポ ー ツ 振 興 課

　　 一　 ス ポ ー ツ の 振 興 に 関 す る 施 策 の 企 画 、 調 整 及 び 推 進 に 関 す る こ と 。

　　 二　 ス ポ ー ツ を 活 用 し た 地 域 振 興 に 関 す る こ と 。

　　 三　 競 技 水 準 の 向 上 に 関 す る こ と 。

　　 四　 ス ポ ー ツ 科 学 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。

　　 五　 県 立 体 育 館 に 関 す る こ と 。

　　 六　 県 立 ス ケ ー ト 場 に 関 す る こ と 。

　　 七　 県 立 野 球 場 に 関 す る こ と 。

　　 八　 運 動 広 場 に 関 す る こ と 。

　　 九　 県 立 総 合 プ ー ル に 関 す る こ と 。

　　 十　 県 立 総 合 射 撃 場 に 関 す る こ と 。

　　 十 一　 県 立 田 沢 湖 ス ポ ー ツ セ ン タ ー に 関 す る こ と 。

　　 十 二　 県 立 武 道 館 に 関 す る こ と 。

２　 観 光 戦 略 課 イ メ ー ジ ア ッ プ 推 進 室 は 、 観 光 戦 略 課 の 所 掌 事 務 の う ち 第 四 号 に 掲 げ る 事 務 を 分 掌 す る 。

　 第 七 条 第 一 項 健 康 推 進 課 の 項 中 第 十 七 号 を 第 十 八 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 十 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 号 の 次

に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 六　 食 育 の 推 進 に 関 す る こ と 。

　 第 八 条 第 一 項 県 民 文 化 政 策 課 の 項 中 「 県 民 文 化 政 策 課 」 を 「 県 民 生 活 課 」 に 改 め 、 同 項 中 第 五 号 及 び 第 六 号 を 削 り 、

第 七 号 を 第 五 号 と し 、 第 八 号 及 び 第 九 号 を 削 り 、 第 十 号 を 第 六 号 と し 、 第 十 一 号 か ら 第 二 十 一 号 ま で を 四 号 ず つ 繰 り 上

げ 、 同 条 中 第 二 項 を 削 り 、 第 三 項 を 第 二 項 と す る 。

　 第 九 条 第 一 項 農 林 政 策 課 の 項 中 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同

項 第 十 号 中 「 次 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 」 を 削 り 、 「 こ と 」 の 下 に 「 （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 号

を 同 項 第 九 号 と し 、 同 項 中 第 十 一 号 及 び 第 十 二 号 を 削 り 、 第 十 三 号 を 第 十 号 と し 、 第 十 四 号 か ら 第 十 七 号 ま で を 三 号 ず

つ 繰 り 上 げ 、 第 十 八 号 を 削 り 、 第 十 九 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 二 十 号 を 第 十 六 号 と し 、 第 二 十 一 号 を 第 十 七 号 と し 、 同 号

の 次 に 次 に 二 号 を 加 え る 。

　　 十 八　 試 験 研 究 の 推 進 に 関 す る こ と 。

　　 十 九　 農 作 物 等 の 品 種 登 録 制 度 に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 第 一 項 農 林 政 策 課 の 項 中 第 二 十 二 号 を 削 り 、 第 二 十 三 号 を 第 二 十 号 と し 、 第 二 十 六 号 を 第 二 十 七 号 と し 、 第 二

十 五 号 を 第 二 十 六 号 と し 、 同 項 第 二 十 四 号 中 「 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 」 を 「 農 業 試 験 場 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 一

号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 四 号 を 加 え る 。

　　 二 十 二　 果 樹 試 験 場 に 関 す る こ と 。

　　 二 十 三　 畜 産 試 験 場 に 関 す る こ と 。
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　　 二 十 四　 水 産 振 興 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。

　　 二 十 五　 森 林 技 術 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 第 一 項 農 林 政 策 課 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 農 業 経 済 課

　　 一　 農 林 水 産 業 に 係 る 金 融 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 二　 米 の 消 費 拡 大 に 関 す る こ と 。

　　 三　 米 粉 の 利 用 に 関 す る こ と 。

　　 四　 農 産 物 の 流 通 及 び 販 売 対 策 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 五　 野 菜 、 果 樹 及 び 花 き の 価 格 安 定 対 策 に 関 す る こ と 。

　　 六　 農 産 物 の 安 全 性 の 確 保 に 関 す る こ と 。

　　 七　 卸 売 市 場 に 関 す る こ と 。

　　 八　 地 産 地 消 の 推 進 に 関 す る こ と 。

　　 九　 漁 船 損 害 等 補 償 、 漁 船 乗 組 員 給 与 保 険 及 び 漁 業 災 害 補 償 に 関 す る こ と 。

　　 十　 農 業 協 同 組 合 、 農 事 組 合 法 人 、 水 産 業 協 同 組 合 及 び 農 業 共 済 組 合 に 関 す る こ と 。

　　 十 一　 農 業 倉 庫 業 に 関 す る こ と 。

　　 十 二　 森 林 組 合 の 検 査 に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 第 一 項 農 山 村 振 興 課 の 項 第 十 三 号 中 「 農 地 ・ 水 ・ 環 境 保 全 向 上 対 策 」 を 「 農 地 及 び 農 業 用 水 の 保 全 管 理 」 に 改

め 、 同 条 第 一 項 流 通 販 売 課 の 項 を 削 り 、 同 条 第 一 項 園 芸 振 興 課 の 項 中 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 同 条 第 一 項

林 業 木 材 産 業 課 の 項 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 二　 造 林 そ の 他 の 森 林 の 整 備 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　 第 九 条 第 一 項 林 業 木 材 産 業 課 の 項 第 七 号 及 び 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 七　 森 林 種 苗 に 関 す る こ と 。

　　 八　 県 営 林 に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 第 一 項 森 林 整 備 課 の 項 第 一 号 中 「 造 林 、 」 、 「 そ の 他 の 森 林 の 整 備 」 及 び 「 （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 第 七 号 及 び 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 七　 森 林 計 画 に 関 す る こ と 。

　　 八　 入 会 林 野 等 の 整 備 に 関 す る こ と 。

　 第 九 条 第 一 項 森 林 整 備 課 の 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　　 十 六　 林 業 労 働 力 の 確 保 の 推 進 に 関 す る こ と 。

　　 十 七　 林 業 団 体 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　 第 九 条 第 二 項 を 削 る 。

　 第 十 一 条 産 業 政 策 課 の 項 中 第 十 一 号 か ら 第 十 三 号 ま で を 削 り 、 第 十 四 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 十 五 号 を 第 十 二 号 と し 、

同 条 食 品 産 業 課 の 項 及 び 観 光 課 の 項 を 削 る 。

　 第 十 二 条 の 見 出 し を 「 （ 建 設 部 各 課 の 所 掌 事 務 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 建 設 交 通 部 各 課 の 所 掌 事 務 は 」 を 「 建 設

部 各 課 の 所 掌 事 務 は 」 に 改 め 、 同 項 建 設 交 通 政 策 課 の 項 中 「 建 設 交 通 政 策 課 」 を 「 建 設 政 策 課 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 か

ら 第 十 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

　　 六　 建 設 業 の 許 可 及 び 監 督 に 関 す る こ と 。

　　 七　 建 設 業 の 育 成 及 び 指 導 に 関 す る こ と 。

　　 八　 建 設 工 事 請 負 業 者 等 の 登 録 、 格 付 及 び 指 名 に 関 す る こ と 。

　　 九　 建 設 工 事 等 の 入 札 及 び 契 約 制 度 に 関 す る こ と 。

　　 十　 基 本 測 量 の 実 施 等 の 公 示 及 び 測 量 業 者 登 録 簿 等 の 閲 覧 に 関 す る こ と 。

　 第 十 二 条 第 一 項 建 設 交 通 政 策 課 の 項 中 第 十 二 号 を 第 二 十 四 号 と し 、 第 十 一 号 を 第 二 十 三 号 と し 、 第 十 号 の 次 に 次 の 十

二 号 を 加 え る 。

　　 十 一　 事 業 用 地 の 取 得 、 補 償 及 び 登 記 の 指 導 に 関 す る こ と 。

　　 十 二　 公 共 用 地 の 取 得 に 伴 う 損 失 補 償 の 基 準 に 関 す る こ と 。

　　 十 三　 国 土 交 通 省 所 管 の 国 有 財 産 の 管 理 及 び 処 分 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 十 四　 土 地 収 用 に 関 す る こ と 。

　　 十 五　 収 用 委 員 会 に 関 す る こ と 。

　　 十 六　 国 土 利 用 計 画 及 び 土 地 利 用 基 本 計 画 に 関 す る こ と 。

　　 十 七　 土 地 対 策 の 企 画 及 び 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 十 八　 土 地 取 引 の 規 制 に 関 す る こ と 。

　　 十 九　 土 地 利 用 規 制 の 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 二 十　 公 有 地 の 拡 大 の 推 進 に 関 す る こ と 。
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　　 二 十 一　 不 動 産 の 鑑 定 評 価 に 関 す る こ と 。

　　 二 十 二　 秋 田 県 土 地 開 発 公 社 に 関 す る こ と 。

　 第 十 二 条 第 一 項 建 設 管 理 課 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 技 術 管 理 課

　　 一　 公 共 工 事 （ 農 林 水 産 部 各 課 又 は 建 設 部 各 課 の 所 掌 に 属 す る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 す る 技 術 的 な 調 整 及

び 指 導 に 関 す る こ と 。

　　 二　 公 共 工 事 に 関 す る 職 員 の 研 修 に 関 す る こ と 。

　　 三　 公 共 工 事 の 設 計 積 算 に 関 す る こ と 。

　　 四　 公 共 工 事 の 品 質 確 保 に 関 す る こ と 。

　　 五　 公 共 工 事 に 関 す る 情 報 化 の 推 進 に 関 す る こ と 。

　　 六　 公 共 工 事 の 費 用 の 縮 減 に 関 す る こ と 。

　　 七　 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に 関 す る こ と 。

　 第 十 二 条 第 一 項 建 築 住 宅 課 の 項 中 第 九 号 を 削 り 、 第 十 号 を 第 九 号 と し 、 第 十 一 号 を 第 十 号 と し 、 同 条 第 二 項 を 削 る 。

　 第 十 三 条 総 務 事 務 セ ン タ ー の 項 第 四 号 中 「 子 ど も 手 当 」 を 「 児 童 手 当 」 に 改 め る 。

　 第 十 四 条 中 第 十 五 号 を 削 り 、 第 十 六 号 を 第 十 五 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 十 六　 秋 田 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会　 観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部 ス ポ ー ツ 振 興 課

　 第 十 四 条 第 二 十 三 号 中 「 秋 田 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 」 を 「 秋 田 県 障 害 者 施 策 推 進 審 議 会 」 に 改 め 、 同 条 第 六 十 五 号

中 「 建 設 交 通 部 建 築 住 宅 課 」 を 「 建 設 部 建 築 住 宅 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 十 六 号 と し 、 同 条 第 六 十 四 号 中 「 建 設 交

通 部 建 築 住 宅 課 」 を 「 建 設 部 建 築 住 宅 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 十 五 号 と し 、 同 条 第 六 十 三 号 中 「 建 設 交 通 部 港 湾 空

港 課 」 を 「 建 設 部 港 湾 空 港 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 十 四 号 と し 、 同 条 第 六 十 二 号 中 「 建 設 交 通 部 河 川 砂 防 課 」 を

「 建 設 部 河 川 砂 防 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 十 三 号 と し 、 同 条 第 六 十 一 号 「 建 設 交 通 部 都 市 計 画 課 」 を 「 建 設 部 都 市

計 画 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 六 十 二 号 と し 、 同 条 第 六 十 号 中 「 建 設 交 通 部 都 市 計 画 課 」 を 「 建 設 部 都 市 計 画 課 」 に 改

め 、 同 号 を 同 条 第 六 十 一 号 と し 、 同 条 第 五 十 九 号 中 「 建 設 交 通 部 都 市 計 画 課 」 を 「 建 設 部 都 市 計 画 課 」 に 改 め 、 同 号 を

同 条 第 六 十 号 と し 、 同 条 第 五 十 八 号 中 「 建 設 交 通 部 都 市 計 画 課 」 を 「 建 設 部 都 市 計 画 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 十 九

号 と し 、 同 条 第 五 十 七 号 中 「 建 設 交 通 部 建 設 管 理 課 」 を 「 建 設 部 建 設 政 策 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 十 八 号 と し 、 同

条 第 五 十 六 号 中 「 建 設 交 通 部 建 設 管 理 課 」 を 「 建 設 部 建 設 政 策 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 十 七 号 と し 、 同 条 第 五 十 五

号 中 「 建 設 部 建 設 管 理 課 」 を 「 建 設 部 建 設 政 策 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 十 六 号 と し 、 同 条 第 五 十 四 号 中 「 建 設 交 通

部 建 設 管 理 課 」 を 「 建 設 部 建 設 政 策 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 十 五 号 と し 、 同 条 第 五 十 三 号 中 「 建 設 交 通 部 建 設 管 理

課 」 を 「 建 設 部 建 設 政 策 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 五 十 四 号 と し 、 同 条 中 第 五 十 二 号 を 第 五 十 三 号 と し 、 第 四 十 九 号 か

ら 第 五 十 一 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 条 第 四 十 八 号 中 「 農 林 水 産 部 流 通 販 売 課 」 を 「 農 林 水 産 部 農 業 経 済 課 」 に 改

め 、 同 号 を 同 条 第 四 十 九 号 と し 、 同 条 第 四 十 七 号 中 「 農 林 水 産 部 農 林 政 策 課 団 体 指 導 室 」 を 「 農 林 水 産 部 農 業 経 済 課 」

に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 四 十 八 号 と し 、 同 条 中 第 四 十 六 号 を 四 十 七 号 と し 、 第 三 十 九 号 か ら 第 四 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰

り 下 げ 、 同 条 第 三 十 八 号 中 「 生 活 環 境 部 県 民 文 化 政 策 課 消 費 生 活 室 」 を 「 生 活 環 境 部 県 民 生 活 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条

第 三 十 九 号 と し 、 同 条 第 三 十 七 号 中 「 生 活 環 境 部 県 民 文 化 政 策 課 」 を 「 生 活 環 境 部 県 民 生 活 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第

三 十 八 号 と し 、 同 条 第 三 十 六 号 中 「 生 活 環 境 部 県 民 文 化 政 策 課 」 を 「 生 活 環 境 部 県 民 生 活 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 三

十 七 号 と し 、 同 条 第 三 十 五 号 中 「 生 活 環 境 部 県 民 文 化 政 策 課 」 を 「 生 活 環 境 部 県 民 生 活 課 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 三 十

六 号 と し 、 同 条 中 第 三 十 四 号 を 第 三 十 五 号 と し 、 第 二 十 六 号 か ら 第 三 十 三 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 十 五 号 の 次

に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 二 十 六　 秋 田 県 障 害 児 通 所 給 付 費 等 不 服 審 査 会　 健 康 福 祉 部 障 害 福 祉 課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 消 防 学 校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大 阪 事 務 所

　　　　　　　　　　　　　　 「 自 治 研 修 所

　 第 十 五 条 中 「 自 治 研 修 所 」 を　　　　　　　　　 に 、 「 消 防 学 校 」 を　 名 古 屋 事 務 所　　　　　 に 、 「 農 林 水 産 技 術

　　　　　　　　　　　　　　　 総 合 県 税 事 務 所 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福 岡 事 務 所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー 」

　　　　　　 「 農 業 試 験 場

　　　　　　　 果 樹 試 験 場

セ ン タ ー 」 を　 畜 産 試 験 場　　　　 に 改 め 、 「 大 阪 事 務 所 」 、 「 名 古 屋 事 務 所 」 、 「 福 岡 事 務 所 」 及 び 「 総 合 食 品 研 究

　　　　　　　 水 産 振 興 セ ン タ ー

　　　　　　　 森 林 技 術 セ ン タ ー 」

セ ン タ ー 」 を 削 る 。

　 第 十 五 条 の 二 第 一 号 中 「 地 域 振 興 」 の 下 に 「 及 び 交 通 」 を 加 え 、 同 条 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号

を 第 三 号 と し 、 同 条 第 五 号 中 「 及 び 交 通 体 系 の 整 備 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 四 号 と す る 。

　 第 十 五 条 の 四 第 一 項 の 表 鹿 角 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 の 項 中 「 県 税 課 」 を 削 り 、 同 表 北 秋 田 地 域 振 興 局 県 税 部 の 項 を 削
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り 、 同 表 山 本 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 の 項 中 「 県 税 課 」 を 削 り 、 同 表 秋 田 地 域 振 興 局 県 税 部 の 項 を 削 り 、 同 表 由 利 地 域 振

興 局 総 務 企 画 部 の 項 及 び 仙 北 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 の 項 中 「 県 税 課 」 を 削 り 、 同 表 平 鹿 地 域 振 興 局 県 税 部 の 項 を 削 り 、

同 表 雄 勝 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 の 項 中 「 県 税 課 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 の 表 北 秋 田 地 域 振 興 局 県 税 部 の 項 を 削 る 。

　 第 十 五 条 の 六 第 一 項 地 域 企 画 課 の 項 中 第 十 八 号 を 削 り 、 第 十 七 号 を 第 十 八 号 と し 、 第 十 六 号 を 第 十 七 号 と し 、 第 十 五

号 を 第 十 六 号 と し 、 第 十 四 号 を 削 り 、 第 十 三 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 十 号 か ら 第 十 二 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 九 号

の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　　 十　 県 産 品 の 販 路 拡 大 に 関 す る こ と 。

　　 十 一　 交 通 に 関 す る こ と 。

　 第 十 五 条 の 六 第 一 項 県 税 課 の 項 を 削 り 、 同 条 第 一 項 出 納 室 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 五　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　 第 十 五 条 の 六 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 第 一 項 総 務 経 理 課 の 項 第 四 号 」 を 「 前 項 総 務 経 理 課 の 項 第 四 号 」 に 改

め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 第 四 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

　 第 十 五 条 の 七 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 五 条 の 七　 削 除

　 第 十 五 条 の 八 第 一 項 企 画 福 祉 課 の 項 中 第 七 号 を 削 り 、 第 八 号 を 第 七 号 と し 、 第 九 号 か ら 第 二 十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰

り 上 げ 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 企 画 福 祉 課 の 項 第 二 十 二 号 」 を 「 前 項 企 画 福 祉 課 の 項 第 二 十 一 号 」 に 改 め る 。

　 第 十 五 条 の 十 第 一 項 企 画 調 査 課 の 項 中 第 一 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 一 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り

上 げ 、 同 条 第 一 項 用 地 課 の 項 第 三 号 中 「 （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 中 第 七 号 を 削 り 、 第 八 号 を

第 七 号 と す る 。

　 第 二 章 第 三 節 第 二 款 の 三 中 第 十 九 条 の 五 を 第 十 九 条 の 十 二 と し 、 第 十 九 条 の 四 を 第 十 九 条 の 十 一 と し 、 同 款 を 同 節 第

二 款 の 四 と し 、 同 節 第 二 款 の 二 の 次 に 次 の 一 款 を 加 え る 。

　　　　　 第 二 款 の 三　 総 合 県 税 事 務 所

　 （ 事 務 ）

第 十 九 条 の 四　 総 合 県 税 事 務 所 は 、 県 税 の 賦 課 徴 収 に 関 す る 事 務 を 行 う 機 関 と す る 。

　 （ 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 ）

第 十 九 条 の 五　 総 合 県 税 事 務 所 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 は 、 秋 田 県 行 政 機 関 設 置 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 四

十 六 号 。 以 下 「 行 政 機 関 設 置 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 二 項 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

　 （ 内 部 組 織 ）

第 十 九 条 の 六　 総 合 県 税 事 務 所 に 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 部 を 置 き 、 当 該 部 に 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 課 を 置 く 。

　 （ 支 所 ）

第 十 九 条 の 七　 総 合 県 税 事 務 所 に 、 支 所 を 置 く 。

２　 支 所 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。
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納 税 部

課 税 部

収 納 管 理 課

納 税 第 一 課

納 税 第 二 課

課 税 第 一 課

課 税 第 二 課

課 税 第 三 課

課 税 第 四 課

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 鹿 角 支 所

秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 北 秋 田 支 所

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

鹿 角 市 花 輪 字 六 月 田 一 番 地

大 館 市 片 山 町 三 丁 目 十 四 番 五 号
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　 （ 総 合 県 税 事 務 所 納 税 部 各 課 の 所 掌 事 務 ）

第 十 九 条 の 八　 総 合 県 税 事 務 所 納 税 部 各 課 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 収 納 管 理 課

　　 一　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 二　 人 事 、 給 与 、 文 書 及 び 財 務 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 三　 県 税 に 係 る 徴 収 金 の 管 理 に 関 す る こ と 。

　　 四　 県 税 に 係 る 徴 収 金 の 過 誤 納 還 付 及 び 充 当 に 関 す る こ と 。

　　 五　 県 税 に 係 る 諸 報 告 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。

　　 六　 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 県 税 に 関 す る こ と 。

　 納 税 第 一 課 及 び 納 税 第 二 課

　　 一　 県 税 の 徴 収 に 関 す る こ と 。

　　 二　 県 税 に 係 る 税 外 収 入 金 の 徴 収 に 関 す る こ と 。

　　 三　 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 県 税 に 関 す る こ と 。

　 （ 総 合 県 税 事 務 所 課 税 部 各 課 の 所 掌 事 務 ）

第 十 九 条 の 九　 総 合 県 税 事 務 所 課 税 部 各 課 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 一　 県 税 の 賦 課 に 関 す る こ と 。

　 二　 県 税 に 係 る 税 外 収 入 金 の 賦 課 に 関 す る こ と 。

　 三　 県 税 の 犯 則 取 締 り に 関 す る こ と 。

　 （ 総 合 県 税 事 務 所 各 支 所 の 所 掌 事 務 ）

第 十 九 条 の 十　 総 合 県 税 事 務 所 各 支 所 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 一　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　 二　 人 事 、 給 与 、 文 書 及 び 財 務 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　 三　 県 税 の 徴 収 に 関 す る こ と 。

　 四　 県 税 に 係 る 税 外 収 入 金 の 徴 収 に 関 す る こ と 。

　 五　 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 県 税 に 関 す る こ と 。

　 第 二 章 第 三 節 第 四 款 か ら 第 六 款 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　　　 第 四 款　 大 阪 事 務 所

　 （ 事 務 ）

第 二 十 二 条　 大 阪 事 務 所 は 、 県 産 品 の あ つ せ ん 及 び 観 光 の 紹 介 並 び に 企 業 誘 致 に 関 す る 調 査 及 び 連 絡 を 行 う 機 関 と す

る 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 二 十 三 条　 大 阪 事 務 所 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　　　　　 第 五 款　 名 古 屋 事 務 所

　 （ 事 務 ）

第 二 十 四 条　 名 古 屋 事 務 所 は 、 県 産 品 の あ つ せ ん 及 び 観 光 の 紹 介 並 び に 企 業 誘 致 に 関 す る 調 査 及 び 連 絡 を 行 う 機 関 と す

る 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）
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秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 山 本 支 所

秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 由 利 支 所

秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 仙 北 支 所

秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 平 鹿 支 所

秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 雄 勝 支 所

能 代 市 御 指 南 町 一 番 十 号

由 利 本 荘 市 水 林 三 百 六 十 六 番 地

大 仙 市 大 曲 上 栄 町 十 三 番 六 十 二 号

横 手 市 旭 川 一 丁 目 三 番 四 十 一 号

湯 沢 市 千 石 町 二 丁 目 一 番 十 号

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 大 阪 事 務 所

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

大 阪 市 北 区 梅 田 一 丁 目 三 番 一 号
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第 二 十 五 条　 名 古 屋 事 務 所 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　　　　　 第 六 款　 福 岡 事 務 所

　 （ 事 務 ）

第 二 十 六 条　 福 岡 事 務 所 は 、 県 産 品 の あ つ せ ん 及 び 観 光 の 紹 介 を 行 う 機 関 と す る 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 二 十 七 条　 福 岡 事 務 所 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　 第 二 章 第 三 節 第 六 款 の 次 に 次 の 二 款 を 加 え る 。

　　　　　 第 六 款 の 二　 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー

　 （ 事 務 ）

第 二 十 八 条　 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー は 、 食 品 加 工 業 及 び 酒 類 製 造 業 の 振 興 を 図 り 、 並 び に こ れ ら の 振 興 の た め の 基 盤 と

な る 技 術 の 発 展 に 資 す る た め 、 次 の 事 務 を 行 う 機 関 と す る 。

　 一　 食 品 加 工 業 及 び 酒 類 製 造 業 に 関 す る 知 識 及 び 技 術 の 普 及 指 導 並 び に 研 修 に 関 す る こ と 。

　 二　 食 品 加 工 業 及 び 酒 類 製 造 業 に 関 す る 技 術 の 研 究 開 発 及 び そ の 成 果 の 普 及 に 関 す る こ と 。

　 三　 民 間 企 業 等 に よ る 前 号 の 研 究 開 発 等 に 対 す る 支 援 に 関 す る こ と 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 二 十 九 条　 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　 （ 内 部 組 織 ）

第 三 十 条　 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー に 、 企 画 管 理 室 、 食 品 加 工 研 究 所 及 び 醸 造 試 験 場 を 置 く 。

　 （ 所 掌 事 務 ）

第 三 十 条 の 二　 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー の 企 画 管 理 室 、 食 品 加 工 研 究 所 及 び 醸 造 試 験 場 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す

る 。

　 企 画 管 理 室

　　 一　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と 。

　　 二　 人 事 、 給 与 、 文 書 及 び 財 務 に 関 す る こ と 。

　　 三　 公 有 財 産 の 管 理 に 関 す る こ と 。

　　 四　 第 二 十 八 条 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 企 画 及 び 総 合 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 五　 研 究 開 発 の 評 価 に 関 す る こ と 。

　　 六　 特 許 等 に 関 す る 情 報 の 提 供 に 関 す る こ と 。

　　 七　 食 品 加 工 研 究 所 及 び 醸 造 試 験 場 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 八　 食 品 加 工 研 究 所 及 び 醸 造 試 験 場 の 所 管 に 属 し な い 事 務 に 関 す る こ と 。

　 食 品 加 工 研 究 所

　　 一　 農 水 産 物 等 の 食 品 の 加 工 に 関 す る 技 術 の 研 究 開 発 に 関 す る こ と 。

　　 二　 民 間 企 業 等 に よ る 前 号 の 研 究 開 発 等 に 対 す る 支 援 に 関 す る こ と 。

　　 三　 農 水 産 物 等 の 食 品 の 加 工 に 関 す る 知 識 及 び 技 術 の 普 及 指 導 並 び に 研 修 に 関 す る こ と 。

　 醸 造 試 験 場

　　 一　 酒 類 の 製 造 及 び 生 物 機 能 に 関 す る 技 術 の 研 究 開 発 に 関 す る こ と 。

　　 二　 民 間 企 業 等 に よ る 前 号 の 研 究 開 発 等 に 対 す る 支 援 に 関 す る こ と 。

　　 三　 酒 類 の 製 造 及 び 生 物 機 能 に 関 す る 知 識 及 び 技 術 の 普 及 指 導 並 び に 研 修 に 関 す る こ と 。
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名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 名 古 屋 事 務 所

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

名 古 屋 市 中 区 栄 四 丁 目 一 番 一 号

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 福 岡 事 務 所

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

福 岡 市 中 央 区 天 神 二 丁 目 八 番 三 十 四 号

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

秋 田 市 新 屋 町 字 砂 奴 寄 四 番 地 の 二 十 六



−９−

　　　　　 第 六 款 の 三　 ス ポ ー ツ 科 学 セ ン タ ー

　 （ 事 務 ）

第 三 十 条 の 三　 ス ポ ー ツ 科 学 セ ン タ ー は 、 次 の 事 務 を 行 う 機 関 と す る 。

　 一　 ス ポ ー ツ の 指 導 者 の 養 成 及 び ス ポ ー ツ に 関 す る 研 修 に 関 す る こ と 。

　 二　 ス ポ ー ツ に 関 す る 医 科 学 研 究 に 関 す る こ と 。

　 三　 社 会 体 育 又 は ス ポ ー ツ 若 し く は レ ク リ エ ー シ ョ ン に 関 す る 団 体 に 対 す る 指 導 及 び 助 言 に 関 す る こ と 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 三 十 条 の 四　 ス ポ ー ツ 科 学 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　 第 三 十 二 条 中 「 秋 田 県 行 政 機 関 設 置 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 四 十 六 号 。 以 下 「 行 政 機 関 設 置 条 例 」 と い

う 。 ） 第 二 条 」 を 「 行 政 機 関 設 置 条 例 第 三 条 」 に 、 「 行 政 機 関 設 置 条 例 第 二 条 」 を 「 行 政 機 関 設 置 条 例 第 三 条 」 に 改 め

る 。

　 第 三 十 六 条 第 一 項 中 「 第 四 条 第 一 項 」 を 「 第 五 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 六 十 条 中 「 第 三 条 」 を 「 第 四 条 」 に 改 め る 。

　 第 七 十 一 条 か ら 第 九 十 一 条 の 三 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

第 七 十 一 条 か ら 第 九 十 一 条 ま で　 削 除

　 第 百 四 条 中 「 第 五 条 第 二 項 」 を 「 第 六 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

　 第 百 六 条 中 「 第 六 条 第 二 項 」 を 「 第 七 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

　 第 二 章 第 三 節 第 四 十 三 款 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　　　 第 四 十 三 款　 農 業 試 験 場

　 （ 事 務 ）

第 百 二 十 五 条　 農 業 試 験 場 は 、 農 業 の 振 興 及 び 農 業 経 営 の 改 善 を 図 る た め 、 農 業 に 関 す る 試 験 研 究 及 び 研 究 成 果 の 普 及

を 行 う 機 関 と す る 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 百 二 十 六 条　 農 業 試 験 場 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　 （ 内 部 組 織 ）

第 百 二 十 七 条　 農 業 試 験 場 に 、 次 の 室 及 び 部 を 置 く 。

　 総 務 管 理 室

　 企 画 経 営 室

　 作 物 部

　 原 種 生 産 部

　 野 菜 ・ 花 き 部

　 生 産 環 境 部

　 （ 所 掌 事 務 ）

第 百 二 十 八 条　 農 業 試 験 場 各 室 及 び 各 部 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 総 務 管 理 室

　　 一　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と 。

　　 二　 人 事 、 給 与 、 文 書 及 び 財 務 に 関 す る こ と 。

　　 三　 公 有 財 産 の 管 理 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 四　 農 業 試 験 場 の 企 画 経 営 室 及 び 各 部 の 所 管 に 属 し な い 事 務 に 関 す る こ と 。

　 企 画 経 営 室

　　 一　 研 究 の 企 画 及 び 広 報 に 関 す る こ と 。

　　 二　 研 究 資 料 の 管 理 に 関 す る こ と 。

　　 三　 研 修 に 関 す る こ と 。

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年３月30日（金曜日）　  号外第3号

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 ス ポ ー ツ 科 学 セ ン タ ー

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

秋 田 市 八 橋 運 動 公 園 一 番 五 号

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 農 業 試 験 場

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

秋 田 市 雄 和 相 川 字 源 八 沢 三 十 四 番 地 の 一
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　　 四　 農 業 経 営 の 改 善 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 五　 農 畜 産 物 の 流 通 及 び 販 売 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 六　 試 験 研 究 の 評 価 に 関 す る こ と 。

　　 七　 知 的 財 産 に 関 す る こ と 。

　　 八　 農 業 試 験 場 の 総 務 管 理 室 及 び 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

　 作 物 部

　　 一　 水 稲 及 び 畑 作 物 の 品 種 改 良 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 二　 水 稲 及 び 畑 作 物 の 栽 培 方 法 の 改 善 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。

　 原 種 生 産 部

　　　 水 稲 及 び 畑 作 物 の 原 原 種 及 び 原 種 の 生 産 に 関 す る こ と 。

　 野 菜 ・ 花 き 部

　　 一　 野 菜 及 び 花 き の 品 種 改 良 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 二　 野 菜 及 び 花 き の 栽 培 方 法 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 三　 野 菜 及 び 花 き の 種 苗 の 増 殖 に 関 す る こ と 。

　 生 産 環 境 部

　　 一　 水 田 及 び 畑 の 環 境 保 全 、 土 壌 及 び 施 肥 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 二　 病 害 虫 の 生 態 及 び 防 除 並 び に 農 薬 の 残 留 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。

　　 三　 農 業 用 の 機 械 及 び 施 設 並 び に 農 作 業 の 機 械 化 に 関 す る 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　 第 二 章 第 三 節 第 四 十 三 款 の 次 に 次 の 四 款 を 加 え る 。

　　　　　 第 四 十 三 款 の 二　 果 樹 試 験 場

　 （ 事 務 ）

第 百 二 十 八 条 の 二　 果 樹 試 験 場 は 、 果 樹 の 生 産 の 増 大 及 び 果 樹 経 営 の 改 善 を 図 る た め 、 果 樹 に 関 す る 試 験 研 究 及 び 研 究

成 果 の 普 及 を 行 う 機 関 と す る 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 百 二 十 八 条 の 三　 果 樹 試 験 場 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　 （ 内 部 組 織 ）

第 百 二 十 八 条 の 四　 果 樹 試 験 場 に 、 次 の 室 及 び 部 を 置 く 。

　 総 務 企 画 室

　 リ ン ゴ 部

　 特 産 果 樹 部

　 （ 所 掌 事 務 ）

第 百 二 十 八 条 の 五　 果 樹 試 験 場 の 総 務 企 画 室 及 び 各 部 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 総 務 企 画 室

　　 一　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と 。

　　 二　 人 事 、 給 与 、 文 書 及 び 財 務 に 関 す る こ と 。

　　 三　 公 有 財 産 の 管 理 に 関 す る こ と 。

　　 四　 試 験 研 究 の 評 価 に 関 す る こ と 。

　　 五　 果 樹 試 験 場 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 六　 果 樹 試 験 場 各 部 の 所 管 に 属 し な い 事 務 に 関 す る こ と 。

　 リ ン ゴ 部

　　 一　 り ん ご の 品 種 改 良 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 二　 り ん ご の 栽 培 方 法 の 改 善 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 三　 り ん ご の 栽 培 に お け る 病 害 虫 の 防 除 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　 特 産 果 樹 部

　　 一　 果 樹 の 品 種 改 良 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 二　 果 樹 の 栽 培 方 法 の 改 善 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年３月30日（金曜日）　  号外第3号

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 果 樹 試 験 場

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

横 手 市 平 鹿 町 醍 醐 字 街 道 下 六 十 五 番 地
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　　 三　 果 樹 の 栽 培 に お け る 病 害 虫 の 防 除 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と （ 他 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。

　　　　　 第 四 十 三 款 の 三　 畜 産 試 験 場

　 （ 事 務 ）

第 百 二 十 八 条 の 六　 畜 産 試 験 場 は 、 家 畜 及 び 家 き ん の 改 良 及 び 繁 殖 並 び に 畜 産 経 営 の 改 善 を 図 る た め 、 畜 産 に 関 す る 試

験 研 究 及 び 研 究 成 果 の 普 及 を 行 う 機 関 と す る 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 百 二 十 八 条 の 七　 畜 産 試 験 場 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　 （ 内 部 組 織 ）

第 百 二 十 八 条 の 八　 畜 産 試 験 場 に 、 次 の 室 及 び 部 を 置 く 。

　 総 務 企 画 室

　 飼 料 ・ 家 畜 研 究 部

　 比 内 地 鶏 研 究 部

　 （ 所 掌 事 務 ）

第 百 二 十 八 条 の 九　 畜 産 試 験 場 の 総 務 企 画 室 及 び 各 部 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 総 務 企 画 室

　　 一　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と 。

　　 二　 人 事 、 給 与 、 文 書 及 び 財 務 に 関 す る こ と 。

　　 三　 公 有 財 産 の 管 理 に 関 す る こ と 。

　　 四　 試 験 研 究 の 評 価 に 関 す る こ と 。

　　 五　 畜 産 試 験 場 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 六　 畜 産 試 験 場 各 部 の 所 管 に 属 し な い 事 務 に 関 す る こ と 。

　 飼 料 ・ 家 畜 研 究 部

　　 一　 肉 牛 、 乳 牛 及 び 豚 の 育 種 及 び 飼 養 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 二　 飼 料 作 物 及 び 飼 料 に 係 る 草 地 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 三　 家 畜 の 胚 移 植 の 技 術 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 四　 畜 産 経 営 に 係 る 環 境 保 全 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　 比 内 地 鶏 研 究 部

　　 一　 比 内 鶏 及 び ロ ー ド ア イ ラ ン ド レ ッ ド 種 の 育 種 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 二　 比 内 地 鶏 の 飼 養 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 三　 比 内 鶏 及 び ロ ー ド ア イ ラ ン ド レ ッ ド 種 の 生 産 等 に 関 す る こ と 。

　　　　　 第 四 十 三 款 の 四　 水 産 振 興 セ ン タ ー

　 （ 事 務 ）

第 百 二 十 八 条 の 十　 水 産 振 興 セ ン タ ー は 、 水 産 業 の 振 興 を 図 る た め 、 水 産 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 並 び に 研 究 成 果 の

普 及 を 行 う 機 関 と す る 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 百 二 十 八 条 の 十 一　 水 産 振 興 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　 （ 内 部 組 織 ）

第 百 二 十 八 条 の 十 二　 水 産 振 興 セ ン タ ー に 、 次 の 室 及 び 部 を 置 く 。

　 総 務 企 画 室

　 資 源 部

　 増 殖 部

　 （ 所 掌 事 務 ）

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年３月30日（金曜日）　  号外第3号

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 畜 産 試 験 場

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

大 仙 市 神 宮 寺 字 海 草 沼 谷 地 十 三 番 地 の 三

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 水 産 振 興 セ ン タ ー

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

男 鹿 市 船 川 港 台 島 字 鵜 ノ 崎 八 番 地 の 四
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第 百 二 十 八 条 の 十 三　 水 産 振 興 セ ン タ ー の 総 務 企 画 室 及 び 各 部 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 総 務 企 画 室

　　 一　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と 。

　　 二　 人 事 、 給 与 、 文 書 及 び 財 務 に 関 す る こ と 。

　　 三　 公 有 財 産 の 管 理 に 関 す る こ と 。

　　 四　 試 験 研 究 の 評 価 に 関 す る こ と 。

　　 五　 水 産 振 興 セ ン タ ー 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 六　 水 産 振 興 セ ン タ ー 各 部 の 所 管 に 属 し な い 事 務 に 関 す る こ と 。

　 資 源 部

　　 一　 海 面 及 び 内 水 面 の 生 物 資 源 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と （ 増 殖 部 の 所 管 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。

　　 二　 海 面 及 び 内 水 面 の 環 境 保 全 に 係 る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　 増 殖 部

　　 一　 海 面 及 び 内 水 面 の 生 物 資 源 の 増 殖 及 び 養 殖 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 二　 水 産 種 苗 の 生 産 等 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　　　　 第 四 十 三 款 の 五　 森 林 技 術 セ ン タ ー

　 （ 事 務 ）

第 百 二 十 八 条 の 十 四　 森 林 技 術 セ ン タ ー は 、 森 林 の 有 す る 公 益 的 機 能 の 維 持 増 進 及 び 林 業 の 振 興 を 図 る た め 、 森 林 に 関

す る 調 査 及 び 試 験 研 究 並 び に 研 究 成 果 の 普 及 を 行 う 機 関 と す る 。

　 （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 百 二 十 八 条 の 十 五　 森 林 技 術 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。

　 （ 内 部 組 織 ）

第 百 二 十 八 条 の 十 六　 森 林 技 術 セ ン タ ー に 、 次 の 室 及 び 部 を 置 く 。

　 総 務 企 画 室

　 森 林 環 境 部

　 資 源 利 用 部

　 （ 所 掌 事 務 ）

第 百 二 十 八 条 の 十 七　 森 林 技 術 セ ン タ ー の 総 務 企 画 室 及 び 各 部 の 所 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

　 総 務 企 画 室

　　 一　 公 印 の 管 守 に 関 す る こ と 。

　　 二　 人 事 、 給 与 、 文 書 及 び 財 務 に 関 す る こ と 。

　　 三　 公 有 財 産 の 管 理 に 関 す る こ と 。

　　 四　 試 験 研 究 の 評 価 に 関 す る こ と 。

　　 五　 森 林 技 術 セ ン タ ー 各 部 と の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。

　　 六　 森 林 技 術 セ ン タ ー 各 部 の 所 管 に 属 し な い 事 務 に 関 す る こ と 。

　 森 林 環 境 部

　　 一　 森 林 の 公 益 的 機 能 の 維 持 及 び 増 進 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 二　 林 業 経 営 の 改 善 及 び 安 定 に 関 す る 調 査 及 び 試 験 研 究 に 関 す る こ と 。

　 資 源 利 用 部

　　 一　 森 林 資 源 の 利 用 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

　　 二　 材 木 の 育 種 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

　 第 百 三 十 条 中 「 第 七 条 第 一 項 」 を 「 第 八 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 百 四 十 六 条 中 「 第 八 条 」 を 「 第 九 条 」 に 改 め る 。

　 第 二 章 第 三 節 第 四 十 九 款 か ら 第 六 十 六 款 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　　　 第 四 十 九 款 及 び 第 六 十 六 款　 削 除

第 百 四 十 八 条 か ら 第 百 九 十 五 条 ま で　 削 除

　 第 二 章 第 三 節 第 六 十 八 款 の 二 の 款 名 を 削 る 。

　 第 二 百 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年３月30日（金曜日）　  号外第3号

名　　　　　　　　　　　　　　 称

秋 田 県 森 林 技 術 セ ン タ ー

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 置

秋 田 市 河 辺 戸 島 字 井 戸 尻 台 四 十 七 番 地 の 二



− 13 −

第 二 百 二 条　 削 除

　 第 二 百 二 条 の 二 か ら 第 二 百 二 条 の 四 ま で を 削 る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 二 項 の 表 第 八 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 二 項 の 表 第 十 六 号 中 「 地 域 振 興 局 の 部 」 を 「 地 域 振 興 局 、 総 合 県 税 事 務 所 、 衛 生 看 護 学 院 」 に 改

め 、 「 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー の 」 を 削 り 、 「 及 び 森 林 技 術 セ ン タ ー 、 産 業 技 術 セ ン タ ー 並 び に 衛 生 看 護 学 院 」 を 「 、 森

林 技 術 セ ン タ ー 及 び 産 業 技 術 セ ン タ ー 」 に 改 め 、 同 表 中 第 十 九 号 を 削 り 、 第 十 八 号 を 第 十 九 号 と し 、 第 十 七 号 の 次 に 次

の 一 号 を 加 え る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 二 項 の 表 中 第 二 十 号 を 削 り 、 第 二 十 一 号 を 第 二 十 号 と し 、 同 表 第 二 十 二 号 中 「 農 林 水 産 技 術 セ ン タ

ー の 」 を 削 り 、 同 号 を 同 表 第 二 十 一 号 と し 、 同 表 第 二 十 三 号 中 「 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー の 」 を 削 り 、 同 号 を 同 表 第 二 十

二 号 と し 、 同 表 第 二 十 四 号 中 「 水 産 漁 港 課 及 び 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー の 」 を 削 り 、 同 号 を 同 表 第 二 十 三 号 と し 、 同 表 第

二 十 五 号 を 同 表 第 二 十 四 号 と し 、 同 条 第 四 項 の 表 第 一 号 中 「 第 三 号 次 長 部 の 項 」 を 「 第 四 号 次 長 部 の 項 」 に 改 め 、 同 表

中 第 十 号 を 削 り 、 第 九 号 を 第 十 号 と し 、 第 八 号 を 第 九 号 と し 、 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 六 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 六 号 と

し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 中 第 十 一 号 を 削 り 、 第 十 二 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 十 三 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り

上 げ 、 第 十 六 号 を 削 り 、 第 十 七 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 十 八 号 を 第 十 六 号 と し 、 第 十 九 号 を 第 十 七 号 と し 、 第 二 十 号 を 第

十 八 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。
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八
九

十
十 一

十 二
十 三

十 四
十 五

所 長
学 院 長

場 長
館 長

校 長
園 長

食 品 加 工 研 究 所 長

醸 造 試 験 場 長

地 方 機 関 （ 第 四 号 及 び 次 号 か

ら 第 十 三 号 ま で に 掲 げ る 地 方

機 関 を 除 く 。 ）

衛 生 看 護 学 院

農 業 試 験 場 、 果 樹 試 験 場 及 び

畜 産 試 験 場

公 文 書 館

消 防 学 校 及 び 職 業 能 力 開 発 校

千 秋 学 園

総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー の 食 品

加 工 研 究 所 長

総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー の 醸 造

試 験 場 長

上 司 の 命 を 受 け て 、 地 方 機 関 の 事 務 を 掌 理 し 、 所

属 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 食 品 加 工 研 究 所 の 事 務 を 掌 理

し 、 所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 醸 造 試 験 場 の 事 務 を 掌 理 し 、

所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

十 八 支 所 長 総 合 県 税 事 務 所 の 支 所 上 司 の 命 を 受 け て 、 総 合 県 税 事 務 所 の 支 所 の 事 務

を 掌 理 し 、 所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

七 戦 略 統 括 監 観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部 上 司 の 命 を 受 け て 、 観 光 、 文 化 及 び ス ポ ー ツ の 振

興 等 に 関 す る 特 に 重 要 な 事 項 の 統 括 に 関 す る 事 務

を つ か さ ど る 。

三 技 術 統 括 監 農 林 水 産 部 上 司 の 命 を 受 け て 、 知 事 が 指 示 す る 試 験 研 究 の 統

括 及 び 試 験 研 究 と 普 及 指 導 と の 連 携 に 関 す る 事 務

を つ か さ ど る 。



− 14 −

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 第 二 十 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 中 第 二 十 六 号 を 削 り 、 第 二 十 五 号 を 第 二 十 六 号 と し 、 第 二 十 四 号 中 「 建 設 管 理 課 技 術 管 理

　　　 「 技 術 管 理 課

室 」 を　　　　　　　 に 改 め 、 同 号 を 同 表 第 二 十 五 号 と し 、 同 表 中 第 二 十 三 号 を 削 り 、 第 二 十 二 号 を 第 二 十 四 号 と し 、

　　　　 検 査 課　　 」

第 二 十 一 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 第 二 十 七 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「 総 合 政 策 課

　 第 二 百 四 十 五 条 第 四 項 の 表 第 二 十 九 号 中 「 総 合 政 策 課 」 を　　　　　　　 に 、 「 県 民 文 化 政 策 課 」 を 「 県 民 生 活 課 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 観 光 戦 略 課 」

に 、 「 建 設 交 通 政 策 課 」 を 「 建 設 政 策 課 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 三 中 「 健 康 環 境 セ ン タ ー 、 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 」 を

「 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー 、 健 康 環 境 セ ン タ ー 、 農 業 試 験 場 、 果 樹 試 験 場 、 畜 産 試 験 場 、 水 産 振 興 セ ン タ ー 、 森 林 技 術 セ

ン タ ー 及 び 」 に 改 め 、 「 及 び 総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー 」 を 削 り 、 同 条 第 六 項 中 「 第 二 十 四 号 」 を 「 第 二 十 三 号 」 に 改 め 、

「 以 外 の 職 員 （ 臨 時 及 び 非 常 勤 の 職 員 」 の 下 に 「 （ 同 表 第 五 十 四 号 に 掲 げ る 職 に あ つ て は 、 同 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 「 第 二 項 の 表 第 二 十 五 号 」 を 「 第 二 項 の 表 第 二 十 四 号 」

に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 四 条 第 二 十 三 号 の 改 正 規 定 は 、 障 害 者 基 本 法 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 九 十 号 ） 附 則 第 一 条 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 秋 田 県 チ ー ム 設 置 規 則 の 廃 止 ）

２　 秋 田 県 チ ー ム 設 置 規 則 （ 平 成 十 三 年 秋 田 県 規 則 第 四 十 五 号 ） は 、 廃 止 す る 。

　 （ 主 要 農 作 物 種 子 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

３　 主 要 農 作 物 種 子 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 一 年 秋 田 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 六 号 第 二 項 第 二 号 中 「 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 農 業 試 験 場 」 を 「 農 業 試 験 場 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 種 畜 の 貸 付 け 及 び 種 畜 等 の 譲 渡 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

４　 秋 田 県 種 畜 の 貸 付 け 及 び 種 畜 等 の 譲 渡 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 秋 田 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
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十 九
二 十

イ メ ー ジ ア ッ プ 推 進

監
地 域 交 通 対 策 監

観 光 戦 略 課 イ メ ー ジ ア ッ プ 推

進 室
交 通 政 策 課

上 司 の 命 を 受 け て 、 イ メ ー ジ ア ッ プ 戦 略 の 推 進 に

関 す る 特 に 重 要 な 事 項 の 企 画 、 調 整 等 を つ か さ ど

る 。
上 司 の 命 を 受 け て 、 地 域 に お け る 交 通 の 維 持 及 び

利 便 性 の 向 上 に 関 す る 特 に 重 要 な 事 項 の 企 画 、 調

整 等 を つ か さ ど る 。

二 十 二

二 十 三

ス ポ ー ツ 振 興 監

被 災 地 復 興 支 援 監

ス ポ ー ツ 振 興 課

環 境 整 備 課

上 司 の 命 を 受 け て 、 ス ポ ー ツ の 振 興 に 関 す る 特 に

重 要 な 事 項 の 企 画 、 調 整 等 を つ か さ ど る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 東 日 本 大 震 災 に よ り 生 じ た 災

害 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 特 に 重 要 な 事 項 の 企 画 、

調 整 等 を つ か さ ど る 。

二 十 一 内 陸 線 利 用 推 進 監 交 通 政 策 課 上 司 の 命 を 受 け て 、 秋 田 内 陸 縦 貫 鉄 道 の 利 用 に 関

す る 特 に 重 要 な 事 項 の 企 画 、 調 整 等 を つ か さ ど

る 。

二 十 七 施 設 管 理 推 進 監 財 産 活 用 課 上 司 の 命 を 受 け て 、 県 有 施 設 の 最 適 管 理 及 び 新 た

に 整 備 す る 県 有 施 設 の 建 設 費 用 の 縮 減 に 関 す る 特

に 重 要 な 事 項 の 企 画 、 調 整 等 を つ か さ ど る 。
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　　 第 二 条 中 「 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 畜 産 試 験 場 長 （ 以 下 「 畜 産 試 験 場 長 」 と い う 。 ） 」 を 「 畜 産 試 験 場 長 」 に 改 め

る 。

　 （ 秋 田 県 種 畜 精 液 凍 結 処 理 等 手 数 料 徴 収 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

５　 秋 田 県 種 畜 精 液 凍 結 処 理 等 手 数 料 徴 収 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 秋 田 県 規 則 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　　 第 二 条 及 び 第 四 条 中 「 秋 田 県 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 」 を 「 畜 産 試 験 場 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 河 川 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

６　 秋 田 県 河 川 管 理 規 則 （ 昭 和 四 十 年 秋 田 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 一 条 第 一 号 中 「 建 設 交 通 部 河 川 砂 防 課 」 を 「 建 設 部 河 川 砂 防 課 」 に 改 め る 。

　 （ 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

７　 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 秋 田 県 規 則 第 十 八 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 別 表 第 一 第 八 号 中 「 建 設 交 通 部 建 設 管 理 課 長 」 を 「 建 設 部 建 設 政 策 課 長 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 公 舎 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

８　 秋 田 県 公 舎 管 理 規 則 （ 昭 和 四 十 四 年 秋 田 県 規 則 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 三 号 、 第 四 条 第 二 項 及 び 別 表 建 設 交 通 部 長 の 項 中 「 建 設 交 通 部 長 」 を 「 建 設 部 長 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 森 林 技 術 セ ン タ ー 規 則 の 一 部 改 正 ）

９　 秋 田 県 森 林 技 術 セ ン タ ー 規 則 （ 昭 和 五 十 二 年 秋 田 県 規 則 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 一 項 中 「 秋 田 県 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 」 を 「 セ ン タ ー 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 水 産 振 興 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

10　 秋 田 県 水 産 振 興 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 秋 田 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 一 項 中 「 秋 田 県 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 」 を 「 秋 田 県 水 産 振 興 セ ン タ ー 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 農 業 試 験 場 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

11　 秋 田 県 農 業 試 験 場 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 秋 田 県 規 則 第 四 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 二 項 中 「 秋 田 県 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー の 長 （ 以 下 「 所 長 」 を 「 試 験 場 の 長 （ 以 下 「 場 長 」 に 改 め る 。

　　 第 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、 第 四 条 、 第 五 条 並 び に 第 七 条 中 「 所 長 」 を 「 場 長 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 行 政 文 書 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

12　 秋 田 県 行 政 文 書 管 理 規 則 （ 平 成 十 三 年 秋 田 県 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 五 号 中 「 あ っ て は 」 を 「 あ っ て は 、 」 に 改 め 、 「 、 県 税 課 」 を 削 り 、 「 、 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー に あ っ て

は 組 織 規 則 第 百 二 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 総 務 管 理 室 、 企 画 経 営 室 、 農 業 試 験 場 、 果 樹 試 験 場 、 畜 産 試 験 場 、 水 産 振

興 セ ン タ ー 及 び 森 林 技 術 セ ン タ ー ） 」 を 「 ） 及 び 組 織 規 則 第 十 九 条 の 七 第 一 項 の 規 定 す る 支 所 」 に 改 め る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 の 設 置 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 十 五 号

　　　 秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 の 設 置 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則

　 （ 秋 田 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 秋 田 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 本 則 （ 第 四 条 の 三 、 第 六 条 、 第 十 三 条 、 第 二 十 一 条 の 三 、 第 二 十 一 条 の 四 、 第 三 十 七 条 、 第 三 十 九 条 及 び 第 四 十 四

条 の 九 を 除 く 。 ） 中 「 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 二 条 第 一 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 三 条 第 二 項 中 「 地 域 振 興 局 に 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 に 」 に 改 め る 。

　　 第 四 条 の 三 を 削 る 。

　　 第 六 条 第 二 項 中 「 知 事 又 は 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 六 条 の 二 第 一 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 第 二 項

中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 か ら 第 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 第 三 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第

三 号 を 第 二 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 前 三 号 」 を 「 前 二 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と す る 。

　　 第 八 条 第 二 項 中 第 一 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 一 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

　　 第 十 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 十 三 条　 削 除

　　 第 十 五 条 第 二 項 中 第 十 三 号 及 び 第 十 四 号 を 削 り 、 第 十 五 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 六 号 か ら 第 四 十 三 号 ま で を 二 号 ず

つ 繰 り 上 げ る 。

　　 第 二 十 一 条 の 三 第 一 項 、 第 二 十 一 条 の 四 第 一 項 、 第 三 十 七 条 第 二 項 並 び に 第 三 十 九 条 第 七 項 及 び 第 八 項 中 「 秋 田 地
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域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 四 十 四 条 の 九 中 「 当 該 免 税 証 を 交 付 し た 地 域 振 興 局 長 」 を 「 そ の 旨 を 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 四 十 四 条 の 十 第 二 項 中 第 七 号 を 削 り 、 第 八 号 を 第 七 号 と し 、 第 九 号 か ら 第 十 三 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

　　 附 則 第 四 項 中 「 秋 田 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 七 項 中 「 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 中 「秋田県　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 四 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 、 「当地域振興局長 」 を 「総合県税事
務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 六 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 、 「地域振興局長は 」 を 「秋田県総合
県税事務所長は 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 八 号 そ の 一 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 十 三 号 中 「　　　　　　　　知事 （地域振興局長 」 を 「秋田県知事 （秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 十 六 号 中 「　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 二 十 六 号 中 「地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 、 「　　　 知事 」 を 「秋田県知事 」 に 改 め

る 。

　　 様 式 第 二 十 八 号 中 「　　　　　　　　 知事 （地域振興局長 」 を 「秋田県知事 （秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め

る 。

　　 様 式 第 二 十 九 号 中 「各地域振興局 （北秋田地域振興局については大館事務所 」 を 「秋田県総合県税事務所 （秋田県
総合県税事務所の支所を含む ° 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 三 十 号 そ の 三 及 び そ の 五 中 「秋田県秋田地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 三 十 四 号 及 び 様 式 第 三 十 四 号 の 二 中 「秋田県　　 地域振興局 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 三 十 六 号 中 「当地域振興局長 」 を 「総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 四 十 号 、 様 式 第 四 十 一 号 、 様 式 第 四 十 三 号 、 様 式 第 四 十 四 号 、 様 式 第 四 十 八 号 、 様 式 第 五 十 七 号 、 様 式 第 五

十 九 号 、 様 式 第 六 十 号 、 様 式 第 六 十 三 号 、 様 式 第 六 十 四 号 及 び 様 式 第 六 十 八 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋
田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 七 十 四 号 中 「地域振興局　 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 、 「当地域振興局 」 を 「総合県税事務所 」 に 改

め る 。

　　 様 式 第 七 十 五 号 中 「秋田県　　 地域振興局 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 七 十 七 号 及 び 様 式 第 七 十 八 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 八 十 一 号 中 「地域振興局 」 を 「総合県税事務所 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 八 十 二 号 中 「地域振興局 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 八 十 三 号 中 「秋田県　　 地域振興局 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 、 「当地域振興局 」 を 「総合県税事務
所 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 八 十 四 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 八 十 六 号 中 「秋田県　　 地域振興局 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 、 「当地域振興局長 」 を 「総合県税事
務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 八 十 八 号 及 び 様 式 第 八 十 九 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 九 十 二 号 中 「秋田県　　 地域振興局 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 百 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 百 七 号 中 「秋田県　　 地域振興局 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 百 十 五 号 中 「当地域振興局 」 を 「総合県税事務所 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 百 十 六 号 、 様 式 第 百 十 七 号 、 様 式 第 百 二 十 三 号 及 び 様 式 第 百 二 十 五 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋
田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 百 三 十 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 、 「地域振興局長が 」 を 「総合県
税事務所長が 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 百 三 十 二 号 中 「秋田県　　 地域振興局 」 を 「秋田県総合県税事務所 」 に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「　 （ 知　　　　　　 事 ）　　　　 「 （ 秋　 田　 県　 知　 事 ）

　　 様 式 第 百 三 十 三 号 及 び 様 式 第 百 三 十 四 号 中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県　　　　 地 域 振 興 局 長 」 を　 秋 田 県 総 合 県 税 事 務 所 長 」

　 る 。

　　 様 式 第 百 七 十 二 号 、 様 式 第 百 八 十 二 号 及 び 様 式 第 百 八 十 三 号 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事
務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 百 九 十 三 号 中 「秋田県秋田地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 二 百 五 十 一 号 の 四 中 「　　　　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。
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　 （ 秋 田 県 県 税 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 秋 田 県 県 税 事 務 取 扱 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 本 則 （ 第 二 十 七 条 の 五 か ら 第 二 十 七 条 の 七 ま で 、 第 二 十 七 条 の 九 か ら 第 二 十 七 条 の 十 一 ま で 、 第 四 十 一 条 か ら 第 四

十 三 条 ま で 、 第 四 十 五 条 の 四 第 四 項 、 第 四 十 五 条 の 七 、 第 五 十 三 条 、 第 九 十 一 条 及 び 第 百 四 条 を 除 く 。 ） 中 「 地 域 振

興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 二 十 七 条 の 五 か ら 第 二 十 七 条 の 七 ま で 、 第 二 十 七 条 の 九 か ら 第 二 十 七 条 の 十 一 ま で 及 び 第 四 十 一 条 か ら 第 四 十 三

条 ま で の 規 定 中 「 秋 田 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 四 十 五 条 の 四 第 四 項 中 「 特 約 業 者 の 主 た る 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 を 所 管 す る 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事

務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 四 十 五 条 の 七 中 「 条 例 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 は 、 条 例 」 に 、 「 地 域 振 興 局 長 は 」 を 「 と き は 」 に 改 め 、 「 関 係

地 域 振 興 局 長 及 び 」 を 削 る 。

　　 第 五 十 三 条 中 「 当 該 大 規 模 償 却 資 産 の 所 在 地 を 所 管 す る 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 九 十 一 条 第 二 項 中 「 地 域 振 興 局 長 」 を 「 税 務 課 長 又 は 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 第 百 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 百 四 条　 削 除

　　 第 百 五 条 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 第 四 号 を 第 三 号 と す る 。

　　 第 百 九 条 中 第 二 十 一 号 か ら 第 二 十 四 号 ま で を 削 り 、 第 二 十 五 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 二 十 六 号 を 第 二 十 二 号 と し 、

第 二 十 七 号 を 第 二 十 三 号 と す る 。

　　 様 式 第 一 号 中 「秋田県　　 地域振興局現金取扱員 」 を 「秋田県総合県税事務所現金取扱員 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 二 号 中 「秋田県　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 県 税 に 関 す る 証 明 等 手 数 料 徴 収 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 秋 田 県 県 税 に 関 す る 証 明 等 手 数 料 徴 収 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 一 年 秋 田 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

　　 第 二 条 及 び 第 三 条 中 「 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　 （ 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 不 均 一 課 税 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 元 年 秋 田 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 様 式 第 二 号 中 「秋田県　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　 （ 過 疎 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条　 過 疎 地 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 秋 田 県 規 則 第 百 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

　　 様 式 第 二 号 及 び 様 式 第 三 号 中 「秋田県　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　 （ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 秋 田 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 四 条 中 「 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 一 号 中 「秋田県　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 二 号 中 「秋田県　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 、 「当地域振興局長 」 を 「総合県税事
務所長 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条　 秋 田 県 産 業 廃 棄 物 税 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 秋 田 県 規 則 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 三 条 中 「 地 域 振 興 局 長 」 を 「 総 合 県 税 事 務 所 長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 中 「秋田県　　 地域振興局長 」 を 「秋田県総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　 様 式 第 一 号 、 様 式 第 十 号 及 び 様 式 第 十 二 号 中 「当地域振興局長 」 を 「総合県税事務所長 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 本 則 に 規 定 す る 規 則 に 定 め る 様 式 に よ り 作 成 さ れ た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 公 報 発 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 十 六 号
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　　　 秋 田 県 公 報 発 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 公 報 発 行 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 五 条 を 削 り 、 第 六 条 を 第 五 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 発 行 の 方 法 ）

第 六 条　 公 報 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信 装 置 （ 著 作 権 法 （ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 二 条 第

一 項 第 九 号 の 五 イ に 規 定 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 を い う 。 ） を 使 用 し て 、 県 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ

イ ル に 記 録 さ れ た 情 報 の 内 容 を 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 情 報 の 提 供 を 受 け る 者 の 閲 覧 に 供 し 、 又 は 当 該 情 報 を そ の 提 供

を 受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法 に よ り 発 行 す る も の と す る 。 た だ し 、 事 故

そ の 他 特 別 の 事 情 に よ り こ れ に よ る こ と が で き な い と き は 、 書 面 に よ り 発 行 す る こ と が で き る 。

　 第 七 条 及 び 第 八 条 を 削 る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 十 七 号

　　　 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 年 秋 田 県 規 則 第 八 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 一 項 中 「 特 定 非 営 利 活 動 法 人 設 立 認 証 申 請 書 （ 様 式 第 一 号 ） の と お り 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に

定 め る 様 式 に よ る も の 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 又 は 居 所 及 び 電 話 番 号

　 二　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 そ の 他 の 事 務 所 の 所 在 地 並 び に 定 款 に 記 載 さ れ た 目 的

　 第 三 条 中 「 （ 法 第 二 十 五 条 第 五 項 及 び 法 第 三 十 四 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 削 る 。

　 第 十 七 条 を 削 り 、 第 十 六 条 中 「 は 、 身 分 証 明 書 （ 様 式 第 十 二 号 ） の と お り 」 を 「 の 様 式 は 、 様 式 第 一 号 に よ る も の 」

に 改 め 、 同 条 を 第 十 八 条 と す る 。

　 第 十 五 条 を 削 る 。

　 第 十 四 条 第 一 項 中 「 第 五 条 第 一 項 」 を 「 第 七 条 第 一 項 」 に 、 「 特 定 非 営 利 活 動 法 人 合 併 認 証 申 請 書 （ 様 式 第 十 一 号 ）

の と お り 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 合 併 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の そ れ ぞ れ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号

　 二　 合 併 後 存 続 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 又 は 合 併 に よ っ て 設 立 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 並 び に

主 た る 事 務 所 そ の 他 の 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号

　 三　 定 款 に 記 載 さ れ た 目 的

　 第 十 四 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

３　 第 三 条 の 規 定 は 、 法 第 三 十 四 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 合 併 の 認 証 に 係 る 公 告 及 び 縦

覧 に つ い て 準 用 す る 。

４　 第 四 条 の 規 定 は 、 法 第 三 十 四 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 第 一 項 の 申 請 書 及 び 当 該 申 請

書 に 添 付 さ れ た 法 第 三 十 四 条 第 四 項 の 書 類 の 補 正 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 氏

名 、 住 所 又 は 居 所 」 と あ る の は 「 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 条 第 一 項 」

と あ る の は 「 第 十 六 条 第 一 項 」 と 、 「 法 第 十 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 」 と あ る の は 「 法 第 三 十 四 条 第 四 項 の 」 と 、 「 第

二 条 第 三 項 」 と あ る の は 「 第 十 六 条 第 二 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

　 第 十 四 条 を 第 十 六 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 合 併 の 登 記 の 届 出 ）

第 十 七 条　 第 五 条 の 規 定 は 、 法 第 三 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 合 併 の 登 記 の 届 出 に

つ い て 準 用 す る 。

　 第 十 三 条 中 「 清 算 結 了 届 出 書 （ 様 式 第 十 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 」 に 改

め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称

　 二　 清 算 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 電 話 番 号

　 第 十 三 条 を 第 十 五 条 と す る 。

　 第 十 二 条 中 「 の 申 請 は 、 残 余 財 産 譲 渡 認 証 申 請 書 （ 様 式 第 九 号 ） を 知 事 に 提 出 し て 行 う 」 を 「 を 受 け よ う と す る 清 算

人 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 申 請 書 を 知 事 に 提 出 す る 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称
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　 二　 清 算 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 電 話 番 号

　 三　 譲 渡 す る 残 余 財 産 の 種 類 、 数 量 等

　 四　 残 余 財 産 の 譲 渡 を 受 け る 者

　 第 十 二 条 を 第 十 四 条 と す る 。

　 第 十 一 条 第 一 項 中 「 特 定 非 営 利 活 動 法 人 解 散 届 出 書 （ 様 式 第 七 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式

に よ る 届 出 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称

　 二　 清 算 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 電 話 番 号

　 三　 解 散 の 理 由

　 四　 残 余 財 産 の 処 分 の 方 法

　 第 十 一 条 第 二 項 中 「 清 算 人 就 任 届 出 書 （ 様 式 第 八 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出

書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称

　 二　 清 算 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 電 話 番 号

　 第 十 一 条 を 第 十 三 条 と す る 。

　 第 十 条 中 「 の 申 請 は 」 を 「 を 受 け よ う と す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 」 に 、 「 特 定 非 営 利 活 動 法 人 解 散 認 定 申 請 書 （ 様

式 第 六 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 申 請 書 」 に 、 「 提 出 し て 行 う 」 を 「 提 出 す る 」 に 改

め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号

　 二　 残 余 財 産 の 処 分 の 方 法

　 第 十 条 を 第 十 二 条 と す る 。

　 第 九 条 の 見 出 し 中 「 閲 覧 」 の 下 に 「 及 び 謄 写 」 を 加 え 、 同 条 第 一 項 中 「 条 例 第 四 条 第 二 項 」 を 「 法 第 三 十 条 」 に 改

め 、 「 請 求 」 の 下 に 「 を し よ う と す る 者 」 を 加 え 、 「 記 載 し て 行 う 」 を 「 記 載 す る 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 条 例 第 四

条 第 二 項 」 を 「 法 第 三 十 条 」 に 改 め 、 「 閲 覧 」 の 下 に 「 及 び 謄 写 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に

次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 法 第 三 十 条 の 規 定 に よ る 謄 写 の 請 求 を し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 請 求 書

を 知 事 に 提 出 す る も の と す る 。

　 一　 請 求 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 並 び に 電 話 番 号

　 二　 謄 写 し よ う と す る 書 類 の 種 類

　 第 九 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４　 条 例 第 六 条 第 二 項 の 謄 写 に 要 す る 費 用 は 、 謄 写 し た 書 類 の 交 付 を 受 け る と き に 納 め る も の と す る 。

　 第 九 条 を 第 十 一 条 と す る 。

　 第 八 条 第 一 項 中 「 第 二 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 」 に 、 「 書 類 」 を 「 事 業 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 及 び 第

三 項 を 削 り 、 同 条 を 第 十 条 と す る 。

　 第 七 条 中 「 法 第 二 十 五 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 定 款 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 五 号 ） 」 を 「 条 例

第 四 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 届 出 書 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を

加 え る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号

　 二　 変 更 し た 事 項 、 内 容 、 理 由 及 び 年 月 日

　 第 七 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 前 項 の 届 出 書 に 添 付 す る 法 第 二 十 五 条 第 六 項 に 規 定 す る 定 款 に は 、 副 本 一 通 を 添 え る も の と す る 。

　 第 七 条 を 第 八 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 定 款 の 変 更 に 係 る 登 記 事 項 証 明 書 の 提 出 ）

第 九 条　 法 第 二 十 五 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 提 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 提 出 書 に よ る も の

と す る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号

　 二　 変 更 し た 事 項

２　 前 項 の 提 出 書 に は 、 法 第 二 十 五 条 第 七 項 に 規 定 す る 登 記 事 項 証 明 書 の ほ か 、 そ の 写 し 及 び 法 第 二 十 五 条 第 五 項 に お

い て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 写 し を 添 え る も の と す る 。

　 第 六 条 第 一 項 中 「 法 第 二 十 五 条 第 四 項 の 」 を 「 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 」 に 、 「 特 定 非 営 利 活 動 法 人 定 款 変

更 認 証 申 請 書 （ 様 式 第 四 号 ） の と お り 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の 」 に 改 め 、 同 項 に 次

の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号
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　 二　 変 更 す る 事 項 、 内 容 及 び 理 由

　 第 六 条 第 二 項 中 「 収 支 予 算 書 」 を 「 活 動 予 算 書 」 に 改 め 、 「 書 類 」 の 下 に 「 及 び 直 近 の 法 第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す

る 事 業 報 告 書 等 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

３　 第 三 条 の 規 定 は 、 法 第 二 十 五 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 定 款 の 変 更 の 認 証 に 係 る 公 告

及 び 縦 覧 に つ い て 準 用 す る 。　

４　 第 四 条 の 規 定 は 、 法 第 二 十 五 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 第 一 項 の 申 請 書 及 び 当 該 申 請

書 に 添 付 さ れ た 法 第 二 十 五 条 第 四 項 の 書 類 の 補 正 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 条 第 一 項 第 一 号 中 「 氏

名 、 住 所 又 は 居 所 」 と あ る の は 「 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 条 第 一 項 」

と あ る の は 「 第 七 条 第 一 項 」 と 、 「 法 第 十 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 」 と あ る の は 「 法 第 二 十 五 条 第 四 項 の 」 と 、 「 第 二

条 第 三 項 」 と あ る の は 「 第 七 条 第 二 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

　 第 六 条 を 第 七 条 と す る 。

　 第 五 条 中 「 役 員 変 更 等 届 出 書 （ 様 式 第 三 号 ） 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 」 に 改

め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号

　 二　 理 事 又 は 監 事 の 別

　 三　 変 更 し た 事 項 、 内 容 、 理 由 及 び 年 月 日

　 第 五 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

２　 前 項 の 届 出 書 に 添 付 す る 法 第 二 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 役 員 名 簿 に は 、 副 本 一 通 を 添 え る も の と す る 。

３　 第 二 条 第 二 項 の 規 定 は 、 法 第 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 条 例 第 二 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 書 面 に つ い て 準

用 す る 。

　 第 五 条 を 第 六 条 と す る 。

　 第 四 条 の 見 出 し 中 「 及 び 合 併 」 を 削 り 、 同 条 中 「 （ 法 第 三 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 届 出 書 の

様 式 は 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 設 立 （ 合 併 ） 登 記 完 了 届 出 書 （ 様 式 第 二 号 ） の と お り 」 を 「 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 特 定 非

営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ

る も の 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 前 項 の 届 出 書 に は 、 法 第 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 の ほ か 、 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 書 面 の 写 し を 添 え る

も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 法 第 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 の う ち 、 登 記 事 項 証 明 書 に は そ の 写 し を 、 財 産 目

録 に は 副 本 一 通 を 添 え る も の と す る 。

　 第 四 条 を 第 五 条 と し 、 第 三 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 申 請 書 等 の 補 正 ）

第 四 条　 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 申 立 書 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す

る 。

　 一　 申 立 者 の 氏 名 、 住 所 又 は 居 所 及 び 電 話 番 号

　 二　 補 正 す る 書 類 の 種 類

　 三　 補 正 の 内 容 及 び 理 由

２　 前 項 の 申 立 書 に は 、 当 該 申 立 て に 係 る 補 正 後 の 第 二 条 第 一 項 の 申 請 書 又 は 当 該 申 請 書 に 添 付 さ れ た 法 第 十 条 第 一 項

各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 書 類 が 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 書 類 で あ る と き は 、

そ れ ぞ れ 副 本 一 通 を 添 え る も の と す る 。

　 本 則 に 次 の 十 条 を 加 え る 。

　 （ 認 定 の 申 請 ）

第 十 九 条　 条 例 第 八 条 の 規 則 で 定 め る 申 請 書 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 並 び に 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

　 二　 設 立 年 月 日

　 三　 事 業 年 度 の 開 始 及 び 終 了 の 月 日

　 四　 過 去 に 受 け た 認 定 の 有 無 及 び 認 定 を 受 け た こ と が あ る 場 合 に あ っ て は そ の 有 効 期 間

　 五　 過 去 に 認 定 又 は 仮 認 定 を 取 り 消 さ れ た 事 実 の 有 無 及 び 認 定 又 は 仮 認 定 を 取 り 消 さ れ た こ と が あ る 場 合 に あ っ て は

そ の 年 月 日

　 六　 法 第 四 十 五 条 第 一 項 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 基 準 の う ち 適 合 す る 基 準

　 七　 現 に 行 っ て い る 事 業 の 概 要

　 八　 主 た る 事 務 所 以 外 の 事 務 所 の 所 在 地 、 責 任 者 の 役 職 及 び 氏 名 並 び に 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

２　 前 項 の 申 請 書 に 添 付 す る 法 第 四 十 四 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 に は 、 副 本 一 通 を 添 え る も の と す る 。

　 （ 認 定 の 有 効 期 間 の 更 新 の 申 請 ）

第 二 十 条　 条 例 第 九 条 の 規 則 で 定 め る 申 請 書 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す る 。
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　 一　 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 並 び に 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

　 二　 現 に 受 け て い る 認 定 の 有 効 期 間 並 び に そ の 満 了 の 日 の 六 月 前 の 年 月 日 及 び 三 月 前 の 年 月 日

　 三　 事 業 年 度 の 開 始 及 び 終 了 の 月 日

　 四　 法 第 四 十 五 条 第 一 項 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 基 準 の う ち 適 合 す る 基 準

　 五　 現 に 行 っ て い る 事 業 の 概 要

　 六　 主 た る 事 務 所 以 外 の 事 務 所 の 所 在 地 、 責 任 者 の 役 職 及 び 氏 名 並 び に 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

２　 前 条 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 申 請 書 に 添 付 す る 法 第 四 十 四 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て 準 用 す

る 。

　 （ 定 款 の 変 更 の 認 証 に 係 る 議 事 録 謄 本 等 の 提 出 ）

第 二 十 一 条　 条 例 第 十 条 の 規 則 で 定 め る 提 出 書 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す

る 。

　 一　 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 並 び に 主 た る 事 務 所 そ の 他 の 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号

　 二　 変 更 の 内 容

　 三　 変 更 の 認 証 の 年 月 日

　 四　 認 定 の 有 効 期 間

２　 前 項 の 提 出 書 に 添 付 す る 法 第 五 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 書 類 に は 、 副 本 一 通 を 添 え る も の と す る 。

　 （ 代 表 者 の 氏 名 の 変 更 の 届 出 ）

第 二 十 二 条　 法 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ る

も の と す る 。

　 一　 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号

　 二　 変 更 し た 年 月 日

　 三　 変 更 前 及 び 変 更 後 の 代 表 者 の 氏 名 及 び 住 所

　 四　 変 更 の 理 由

　 （ 役 員 報 酬 規 程 等 の 提 出 ）

第 二 十 三 条　 法 第 五 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 書 類 に は 、 そ れ ぞ れ 副 本 一 通 を 添 え る も の と す る 。

　 （ 役 員 報 酬 規 程 等 の 閲 覧 及 び 謄 写 ）

第 二 十 四 条　 第 十 一 条 の 規 定 は 、 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 閲 覧 及 び 謄 写 に つ い て 準 用 す る 。

　 （ 仮 認 定 の 申 請 ）

第 二 十 五 条　 条 例 第 十 四 条 の 規 則 で 定 め る 申 請 書 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す る 。

　 一　 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 並 び に 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

　 二　 設 立 年 月 日

　 三　 事 業 年 度 の 開 始 及 び 終 了 の 月 日

　 四　 現 に 行 っ て い る 事 業 の 概 要

　 五　 主 た る 事 務 所 以 外 の 事 務 所 の 所 在 地 、 責 任 者 の 役 職 及 び 氏 名 、 電 話 番 号 並 び に フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

２　 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 申 請 書 に 添 付 す る 法 第 四 十 四 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て 準

用 す る 。

　 （ 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 関 す る 規 定 の 準 用 ）

第 二 十 六 条　 第 二 十 一 条 の 規 定 は 、 条 例 第 十 五 条 に お い て 準 用 す る 条 例 第 十 条 の 規 則 で 定 め る 提 出 書 及 び こ れ に 添 付 す

る 書 類 に つ い て 準 用 す る 。

２　 第 二 十 二 条 の 規 定 は 、 法 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て 準 用 す る 。

３　 第 二 十 三 条 の 規 定 は 、 法 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 五 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 提 出 に つ い て 準

用 す る 。

４　 第 十 一 条 の 規 定 は 、 法 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 閲 覧 及 び 謄 写 に つ い て 準 用 す る 。

　 （ 合 併 に つ い て の 認 定 の 申 請 ）

第 二 十 七 条　 条 例 第 十 六 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 申 請 書 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も

の と す る 。

　 一　 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

　 二　 認 定 の 年 月 日 及 び 有 効 期 間

　 三　 事 業 年 度 の 開 始 及 び 終 了 の 月 日

　 四　 法 第 六 十 三 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 四 十 五 条 第 一 項 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 基 準 の う ち 適 合 す る 基 準

　 五　 合 併 後 存 続 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 又 は 合 併 に よ っ て 設 立 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た

る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

　 六　 合 併 に よ っ て 消 滅 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク
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シ ミ リ の 番 号

２　 条 例 第 十 六 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 申 請 書 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す

る 。

　 一　 仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

　 二　 仮 認 定 の 年 月 日 及 び 有 効 期 間

　 三　 事 業 年 度 の 開 始 及 び 終 了 の 月 日

　 四　 合 併 後 存 続 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 又 は 合 併 に よ っ て 設 立 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た

る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク シ ミ リ の 番 号

　 五　 合 併 に よ っ て 消 滅 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 及 び フ ァ ク

シ ミ リ の 番 号

　 （ 検 査 職 員 の 身 分 証 明 書 ）

第 二 十 八 条　 法 第 六 十 四 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 又 は 仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 検 査 を す る 職

員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 は 、 様 式 第 二 号 に よ る も の と す る 。

　 様 式 第 一 号 か ら 様 式 第 十 一 号 ま で を 削 り 、 様 式 第 十 二 号 中 「第16条 」 を 「第18条 」 に 改 め 、 「（Ｂ８判） 」 を 削 り 、

同 様 式 （ 裏 面 ） 中 「が法令 」 を 「 （認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次
項において同じ。 ）が法令 」 に 、 「書面を 」 を 「書面を、あらかじめ 」 に 、 「第一項 」 を 「第１項 」 に 改 め 、 同 様 式 を

様 式 第 一 号 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

様式第２号　 身分証明書 （第28条関係 ）

（表面 ）
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　第　　号

身　分　証　明　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　氏名　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　年　　月　　日生　　

　上記の者は、特定非営利活動促進法第64条第１項又は第２項の規定により認定特定非営利活動法人又は仮認

定特定非営利活動法人の検査を行う職員であることを証明します。

　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　
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（裏面 ）

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 地 方 公 営 企 業 法 第 三 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 職 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 十 八 号

　　　 地 方 公 営 企 業 法 第 三 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 職 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 地 方 公 営 企 業 法 第 三 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 職 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 四 十 年 秋 田 県 規 則 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 号 及 び 第 三 号 中 「 所 長 」 の 下 に 「 、 副 所 長 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 十 九 号
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　　特定非営利活動促進法　抜粋
　（報告及び検査）
第64条　所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人（以下「認定特定非営利活動法人

等」という。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適
正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産
の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入
り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２　所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは
定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活
動法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員
に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、そ
の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

３　所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前２項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする
職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法
人等の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者（第５
項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」という。）に提示させなければならない。

４　前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が第１項又は第２項の規定による検査の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

５　前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第１項又は第２項の規定による検査を終了す
るまでの間に、当該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定
非営利活動法人等の役員等に提示させるものとする。

６　第３項又は前項の規定は、第１項又は第２項の規定による検査をする職員が、当該検査により第３項又は
前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第１項又は第２項の疑いがあると認められる
こととなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第
３項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

７　第41条第３項及び第４項の規定は、第１項又は第２項の規定による検査について準用する。
　（報告及び検査）
第41条　略
２　略
３　第１項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければ

ならない。
４　第１項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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　　　 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 秋 田 県 規 則 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 二 項 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 「 当 該 各 号 」 を 「 別 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 様 式 第 一 号 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号

中 「 様 式 第 二 号 」 を 削 り 、 同 項 第 三 号 中 「 様 式 第 三 号 」 を 削 り 、 同 条 第 三 項 第 一 号 中 「 （ 様 式 第 四 号 ） 」 を 削 り 、 同 項

第 二 号 中 「 が け 」 を 「 崖 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 第 二 項 中 「 （ 様 式 第 五 号 ） 」 を 削 る 。

　 第 五 条 第 一 項 中 「 （ 様 式 第 六 号 ） 」 を 削 る 。

　 第 七 条 中 「 （ 様 式 第 七 号 ） 」 を 削 る 。

　 第 九 条 中 「 （ 様 式 第 八 号 ） 」 を 「 別 記 様 式 」 に 改 め る 。

　 第 十 四 条 の 二 中 「 （ 様 式 第 九 号 ） 」 を 削 る 。

　 第 十 五 条 第 三 項 中 「 （ 様 式 第 十 号 ） 」 を 削 る 。

　 第 二 十 四 条 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 「 の 処 理 区 域 及 び 同 法 第 四 条 の 規 定 に よ り 事 業 計 画 の 認 可 を 得 た 」 を 「 に 規 定 す る

処 理 区 域 及 び 同 法 第 四 条 第 一 項 （ 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 事 業 計 画 に 定 め ら れ た 同 法

第 五 条 第 一 項 第 一 号 の 」 に 、 「 同 号 の 」 を 「 同 法 第 二 条 第 八 号 に 規 定 す る 」 に 改 め る 。

　 第 二 十 五 条 第 一 項 中 「 秋 田 市 」 の 下 に 「 及 び 横 手 市 」 を 加 え る 。

　 第 二 十 八 条 中 「 法 、 基 準 条 例 」 を 「 法 、 省 令 、 基 準 条 例 」 に 改 め る 。

　　　　　　　　 「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

　 別 表 第 一 ㈣ 項 中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

　　　　　　　　 に 改 め 、 同 表 ㈣ 項 中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め 、 同 表 ㈤ 項 中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
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美 郷 町

横 手 市

㈣ 項 に 掲 げ る 地 域 を 除 く 地 域

㈣ 項 及 び ㈤ 項 に 掲 げ る 地 域 を 除 く 地 域

美 郷 町

横 手 市

六 郷 東 根 、 国 有 林 地 域

増 田 町 、 山 内 筏 、 山 内 大 沢 、 山 内 大 松 川

（ ㈤ 項 に 掲 げ る 地 域 を 除 く 。 ） 、 山 内 小

松 川 、 山 内 土 渕 、 山 内 平 野 沢

仙 北 市

横 手 市

田 沢 湖 玉 川

田 沢 湖 生 保 内 の う ち 字 生 保 内 国 有 林

田 沢 湖 田 沢 の う ち 字 岩 ノ 目 、 字 小 沢 、 字

長 宿 、 字 鳩 ノ 湯 、 字 宝 仙 台

西 木 町 上 桧 木 内 の う ち 字 何 久 保 、 字 川 久

保 、 字 桁 沢 、 字 駒 石 台 、 字 坂 本 、 字 杉 沢

口 、 字 田 苗 代 、 字 峠 下 、 字 鳥 屋 森 、 字 西

上 戸 沢 、 字 西 下 戸 沢 、 字 東 上 戸 沢 、 字 東

下 戸 沢 、 字 松 沢 、 字 籾 内 、 字 福 田

山 内 黒 沢 、 山 内 南 郷 、 山 内 三 又 山 内 大 松

川 の う ち 字 外 山 、 字 福 万 、 国 有 林 地 域

美 郷 町 ㈣ 項 に 掲 げ る 地 域 を 除 く 地

美 郷 町 六 郷 東域
根 、 国 有 林 地 域

仙 北 市 田 沢 湖 玉 川

田 沢 湖 生 保 内 の う ち 字 生 保 内 国 有 林

田 沢 湖 田 沢 の う ち 字 岩 ノ 目 、 字 小 沢 、 字

長 宿 、 字 鳩 ノ 湯 、 字 宝 仙 台

西 木 町 上 桧 木 内 の う ち 字 何 久 保 、 字 川 久

保 、 字 桁 沢 、 字 駒 石 台 、 字 坂 本 、 字 杉 沢

口 、 字 田 苗 代 、 字 峠 下 、 字 鳥 屋 森 、 字 西

上 戸 沢 、 字 西 下 戸 沢 、 字 東 上 戸 沢 、 字 東

下 戸 沢 、 字 松 沢 、 字 籾 内 、 字 福 田



　 別 表 第 二 の 三 の 項 中 「 秋 田 市 」 の 下 に 「 及 び 横 手 市 」 を 加 え る 。

　 様 式 第 一 号 か ら 様 式 第 七 号 ま で を 削 る 。

　 様 式 第 八 号 中 「 公 文 書 毀
き

棄 罪 」 を 「 公 文 書 毀 棄 罪 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 九 号 及 び 様 式 第 十 号 を 削 り 、 様 式 第 八 号 を 別 記 様 式 と す る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

秋 田 県 訓 令 第 二 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 庁　 中　 一　 般

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各 地 方 機 関

　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　　　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 四 十 年 秋 田 県 訓 令 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 第 二 項 の 表 農 用 機 械 機 具 操 作 手 当 の 項 中 「 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 、 農 業 研 修 セ ン タ ー 」 を 「 農 業 研 修 セ ン タ

ー 、 農 業 試 験 場 、 果 樹 試 験 場 、 畜 産 試 験 場 、 森 林 技 術 セ ン タ ー 」 に 改 め 、 同 表 廃 鶏 処 理 作 業 手 当 の 項 中 「 農 林 水 産 技 術

セ ン タ ー 」 を 「 畜 産 試 験 場 」 に 、 「 所 長 」 を 「 場 長 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 訓 令 第 三 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 庁　 中　 一　 般

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各 地 方 機 関

　 秋 田 県 公 印 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　　　 秋 田 県 公 印 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

　 秋 田 県 公 印 取 扱 規 程 （ 昭 和 五 十 六 年 秋 田 県 訓 令 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 五 条 第 三 項 中 「 及 び 秋 田 県 チ ー ム 設 置 規 則 （ 平 成 十 三 年 秋 田 県 規 則 第 四 十 五 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る チ ー ム 」 及 び

「 及 び チ ー ム 」 を 削 る 。

　　　　　　　　　　　　　 「　　　　　　　　　　　  「

　 別 表 本 庁 の 課 長 等 印 の 項 中　　　　　　　　　　　 を　　　　　　　　　　  に 改 め 、 同 表 地 方 機 関 の 長 等 印 の 項 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」　  　　　　　　　　　 」

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  を
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タ ー 所 長

農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 森 林 技 術 セ ン

タ ー 所 長

二 一 ミ リ メ ー ト ル 平 方

二 一 ミ リ メ ー ト ル 平 方

地 域 振 興 局 の 部 長

総 務 部 税 務 課 長

総 合 県 税 事 務 所 長

総 合 県 税 事 務 所 支 所 長

二 一 ミ リ メ ー ト ル 平 方

一 八 ミ リ メ ー ト ル 平 方

総 務 企 画 部 税 務 課 長

地 域 振 興 局 県 税 部 長

地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 県 税 課 長
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 改 め 、 同 表 そ の 他 の 印 の 項 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 、 「 建 設 交 通 部 建 築 住 宅 課 長 」 を 「 建 設 部 建 築 住 宅 課 長 」 に 改 め 、 同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

表 の 備 考 第 三 号 中 「 課 、 」 を 「 課 並 び に 」 に 改 め 、 「 並 び に 秋 田 県 チ ー ム 設 置 規 則 第 二 条 に 規 定 す る チ ー ム 」 を 削 り 、

同 表 の 備 考 第 四 号 中 「 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 農 業 試 験 場 長 、 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 果 樹 試 験 場 長 、 農 林 水 産 技 術 セ ン タ

ー 畜 産 試 験 場 長 、 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 水 産 振 興 セ ン タ ー 所 長 、 農 林 水 産 技 術 セ ン タ ー 森 林 技 術 セ ン タ ー 所 長 、 」 を 削

り 、 同 表 の 備 考 第 五 号 を 削 る 。

　　　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 秋 田 県 公 営 企 業 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号

　　　 秋 田 県 公 営 企 業 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

第 一 条　 秋 田 県 公 営 企 業 組 織 規 程 （ 昭 和 三 十 七 年 秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 九 条 第 二 項 の 表 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 第 九 条 第 四 項 中 「 及 び 第 二 項 の 表 に 掲 げ る 職 」 を 「 、 第 二 項 の 表 の 第 一 号 か ら 第 九 号 ま で に 掲 げ る 職 及 び 前 項 の 班

長 」 に 改 め 、 「 第 九 号 に 掲 げ る 職 」 の 下 に 「 並 び に 第 二 項 の 表 の 第 十 号 に 掲 げ る 職 」 を 、 「 単 純 労 務 の 職 員 （ 臨 時 及

平 方 総 合 県 税 事 務 所 長

総 合 県 税 事 務 所 支 所 長

十 技　 能　 員 事 務 所 上 司 の 命 を 受 け て 、 相 当 の 経 験 を 必 要 と す る 機 械 操 作 業 務 に 従 事 す る 。
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び 非 常 勤 の 職 員 」 の 下 に 「 （ 同 号 に 掲 げ る 職 に あ っ て は 、 同 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占

め る 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

第 二 条　 秋 田 県 公 営 企 業 組 織 規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 九 条 第 二 項 の 表 中 第 十 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号 を

加 え る 。

　　 第 九 条 第 四 項 中 「 第 九 号 ま で 」 を 「 第 十 号 ま で 」 に 、 「 第 十 号 」 を 「 第 十 一 号 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 規 程 中 第 一 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 二 条 及 び 次 項 の 規 定 は 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 改 正 ）

２　 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 別 表 第 六 班 長 （ 公 営 企 業 課 に 置 か れ る 班 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 項 中 「 限 る 。 ） 」 の 下 に 「 及 び 副 所 長 」 を 加 え

る 。

　　　　　　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 公 営 企 業 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 二 号

　　　 秋 田 県 公 営 企 業 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

　 秋 田 県 公 営 企 業 財 務 規 程 （ 昭 和 四 十 三 年 秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 十 五 条 の 三 第 一 項 中 「 基 づ き 」 の 下 に 「 地 方 公 営 企 業 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 二 十 四 年 総 務 省

令 第 六 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 」 を 加 え る 。

　 第 二 百 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 処 分 ）

第 二 百 条　 課 長 及 び 地 方 公 所 の 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 不 用 の 決 定 を し た 固 定 資 産 に つ い て は 、 解 体 に よ つ て 使 用 で き

る 部 分 を 除 き 、 売 却 の 手 続 を 執 ら な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 買 受 人 が い な い と き 、 売 却 の 費 用 が 売 却 金 額 を 超 え る

と き 、 又 は 売 却 が 不 適 当 と 認 め る と き は 、 こ れ を 廃 棄 す る こ と が で き る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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六 副　 所　 長 事 務 所

所 長 を 補 佐 し 、 所 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 所 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務

を 代 理 す る 。
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